
 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

 



1. 調査団員・氏名 

 

表 1.1 国内遠隔調査団員 

担 当 氏 名 所 属 

団長／総括 
荒津 有紀 
Mr. Yuki ARATSU 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部 専任参事 

上水道計画 
久保田 広志 
Mr. Hiroshi KUBOTA 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部 専門員 

計画管理 
松永 朋子 
Ms. Tomoko MATSUNAGA 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部 水資源第二チーム 

業務主任／上水道計画 
樋口 宏之 
Mr. Hiroyuki HIGUCHI 

（株）協和コンサルタンツ 
国際事業部 

水道水源・取水計画／気候変動 
白石 眞之 
Mr. Masayuki SHIRAISHI 

（株）協和コンサルタンツ 
（補：国土防災技術（株）） 

施設計画設計 1／取水施設、浄水場、

配水池 
鈴木 辰造 
Mr. Tatsuzo SUZUKI 

（株）TEC インターナショナル 
技術第 2 チーム 

施設計画設計 2／管路設計 
関元 伸一 
Mr. Sinichi SEKIMOTO 

（株）協和コンサルタンツ 
国際事業部 

機械設備・浄水プロセス設計 
小原 卓朗 
Mr. Takuro KOHARA 

（株）TEC インターナショナル 
技術第 2 チーム 

電気・計装設備設計 
原田 直樹 
Mr. Naoki HARADA 

（株）協和コンサルタンツ 
国際事業部 

建築計画・設計 
嶋谷 廣宣 
Mr. Hironobu SHIMAYA 

（株）協和コンサルタンツ 
一級建築士事務所 

運営・維持管理／再委託管理 
増岡 奉文 
Ms. Tomofumi MASUOKA 

（株）協和コンサルタンツ 
国際事業部 

財務・経営 
杉谷 健一郎 
Mr. Kenichiro SUGIYA 

（株）TEC インターナショナル 
（補：財団法人国際開発センター） 

環境社会配慮 
羽地 朝新 
Mr. Choshin HANEJI 

（株）協和コンサルタンツ 
（補：（株）日本開発サービス） 

調達計画／施工計画／積算 
筒井 信之 
Mr. Nobuyuki TSUTSUI 

（株）協和コンサルタンツ 
国際事業部 

通訳／業務調整／積算補助 
樋口 薫 
Mr. Kaoru HIGUCHI 

（株）協和コンサルタンツ 
ペルー支店 

 

表 1.2 概要説明調査団員 

担 当 氏 名 所 属 

団長／給水計画 
久保田 広志 
Mr. Hiroshi KUBOTA 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部 専門員 

事業管理 
服部 容子 
Ms. Yoko HATTORI 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部 水資源第二チーム 課長 

計画管理 
松永 朋子 
Ms. Tomoko MATSUNAGA 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部 水資源第二チーム 

業務主任／上水道計画 樋口 宏之 （株）協和コンサルタンツ 
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担 当 氏 名 所 属 

Mr. Hiroyuki HIGUCHI 国際事業部 

施設計画設計 1／取水施設、浄水場、

配水池 
鈴木 辰造 
Mr. Tatsuzo SUZUKI 

（株）TEC インターナショナル 
技術第 2 チーム 

通訳/業務調整/積算補助 
樋口 薫 

Mr. Esteban HIGUCHI 
（株）協和コンサルタンツ 
ペルー支店 
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2. 調査行程 

✓インセプショレポート説明会（オンライン） ：2020 年 10 月 15 日 

✓ミニッツ協議（オンライン） ：2020 年 10 月 22 日 

✓国内遠隔調査その 1 ：2020 年 10 月～2020 年 12 月 

✓国内遠隔調査その 2 ：2021 年 1 月～2021 年 4月 

✓概略説明調査 ：2021 年 11 月 20 日～2021 年 12 月 2 日 

 

表 2.1 概要説明調査行程 

 

  

業務主任者/
上水道計画

施設計画設計1/
取水施設、浄水場、配水池

通訳/業務調整/
積算補助

樋口　宏之 鈴木　辰造 樋口　薫

1 11月20日 土 PCR検査・証明書受領

2 11月21日 日
移動(Lim-Asuncion)

Lim 23:30 (LA1321)→SAO 04:53

3 11月22日 月

4 11月23日 火

5 11月24日 水

6 11月25日 木

7 11月26日 金

8 11月27日 土
現場視察
資料整理

現場視察
ASU19:00(LA1301)→21:10SAO

PCR証明書

9 11月28日 日 資料整理 SAO 03:50 (QR774) → 23:30 DOH 資料整理

10 11月29日 月

08:00‐12:00ミニッツ協議
13:00‐17:00ミニッツ協議・用地協
議
PCR検査（帰国）

DOH 02:00 (QR806) → 17:54 NRT
08:00‐12:00ミニッツ協議
13:00‐17:00ミニッツ協議・用地協
議

11 11月30日 火
08:00‐12:00ミニッツ協議
ASU19:00(LA1301)→21:10SAO

- 補足調査

12 12月1日 水 SAO 03:50 (QR774) → 23:30 DOH - 補足調査

13 12月2日 木 DOH 02:00 (QR806) → 17:54 NRT - 補足調査

14 12月3日 金 - - 補足調査

15 12月4日 土 - - 補足調査

16 12月5日 日 - -
移動(Asuncion-Lima)

Lim 05:58(LA1320)→SAO 07:55

08:00‐12:30ミニッツ協議
13:30‐17:30DAPSAN・ESSAP協議（環境社会配慮、先方負担事項）

08:00‐15:00ミニッツ協議
15:30⁻16:30大使館報告

PCR検査（帰国）

コンサルタント団員

PCR検査・証明書受領　NRT21:55(QR807)→

→05:30 DOH 08:15(QR733)→16:50 SAO

SAO07:30 (LA1300)→09:40ASU
14:00-15:00 MOPC・ESSAP協議

16:00-17:00 JICA事務所ミーティング

08:00‐12:00事業概要説明
資料整理

08:00‐12:30ミニッツ協議
15:30‐17:00ESSAP用地協議

PCR検査（5日目）

工
程

日
付

曜
日
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3. 関係者(面会者)リスト 

表 3.1 相手国関係者リスト 

氏名 所属 担当 

MOPC 

Arnoldo WIENS DURKSEN MOPC 大臣 

Hugo Ruiz DAPSAN - MOPC DAPSAN 局長 

Herminia González DAPSAN - MOPC DAPSAN プロジェクトコーディネーター 

Rodrigo Ríos DAPSAN - MOPC DAPSAN 技術スタッフ 

Lidio Ovelar DAPSAN - MOPC DAPSAN 技術スタッフ 

Patricia Valiente MOPC MOPC 社会環境配慮 

ESSAP 

Natalicio Esteban CHASE ACOSTA ESSAP ESSAP 総裁 

Zoilo Benitez ESSAP 技術部長 

Carlos Ramírez ESSAP 技術部上水道課長 

Carlos Lopez ESSAP ESSAP ジェネラルマネージャー 

Cornelio Gomez ESSAP 地方運転管理部長 

Marciana Alarcón ESSAP 地方商務部長 

Laura Aquino ESSAP 地方運転管理部ロジスティック課長 

Lorena Pardadeda ESSAP 環境管理課 

Patricia Valiente ESSAP 環境管理課 

Glady Maubet ESSAP 法務担当 

ビジャ・アジェス市 

Esteban Ayala ビジャ・アジェス市 ビジャ・アジェス市長 

在パラグアイ日本国大使館 

中谷 好江  特命全権大使 

井上 琢磨  参事官 

柴山 さくら  三等書記官 

ヤナギダ カオル  技協・無償資金協力部 

JICA パラグアイ事務所 

福井 康  所長 

井川 晴彦  次長 

平井 孝文  事業班長 

大石 未来  職員 
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4. 討議議事録（M/D） 

1） 遠隔調査開始時（2020 年 11 月 20 日） 

2) 概要説明調査時（2021 年 11 月 26 日） 

3） テクニカル・ノート（2021 年 5 月 6 日） 
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tsutsui
テキスト ボックス
1) 遠隔操作開始時(2020年11月20日)
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A-32



A-33
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協議議事録  

パラグアイ共和国 

ビジャ・アジェス市給水施設システム改善計画 

協力準備調査
 

 

パラグアイ共和国（以下、「パラグアイ」）政府の要請に基づき、日本国政府は、パラグ

アイ共和国ビジャ・アジェス市給水システム改善計画（以下「プロジェクト」）に関する協

力準備調査を実施することを決定し、今般、JICA地球環境部 荒津 有紀 を団長とする協

力準備調査団（以下「調査団」）を派遣した。 
調査団は、パラグアイ国政府関係者とTV会議を通じて協議し、その結果、両者は付属書

に記載されている主要事項を合意した。調査団は引き続き日本から遠隔で調査を実施し、協

力準備調査報告書を作成する。 
 

アスンシオン、2020年11月20日 
東京、2020年11月20日 

 
 
 

 
 
                  
荒津 有紀 
団長 
協力準備調査団 
国際協力機構(JICA) 

 
 
                  
Arnoldo WIENS DURKSEN 
大臣 
公共事業通信省(MOPC) 
パラグアイ共和国 

 
 

 
 
                  
Natalicio Esteban CHASE ACOSTA 
総裁 
パラグアイ衛生サービス会社（ESSAP） 
パラグアイ共和国 
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付属書 

 

1. プロジェクトの目的 

本プロジェクトは浄水場、配水池の建設および導・送・配水管の布設を通じて、対象地域

であるビジャ・アジェス市に対して安全な飲料水を供給することを目的とする。 

 

2. プロジェクト名 

  双方は本準備調査の名称が、「パラグアイ共和国ビジャ・アジェス市給水システム改善計

画準備調査」であることを確認した。 

 

3. プロジェクト対象地域 

双方は本プロジェクトの対象地域がビジャ・アジェス市（給水対象地及び新規浄水場建設

地）であることを確認した。対象地域の位置図は Annex-1 のとおりである。 

 

4. プロジェクト責任機関と実施機関 

双方は、準備調査および実施期間中の責任機関が、パラグアイ共和国側ではMOPCである

（以下、「実施機関」という）ことを確認した。実施機関は、すべての関係当局と調整し

て、プロジェクトの調和のとれた実施を確保し、プロジェクト実施が適切かつタイムリ

－に実施されるように働きかける。また、ESSAPは、責任機関に協力し、準備調査並びに

実施の両段階にて、必要なデータや技術的なアドバイスなどを提供する。 プロジェクト

終了後、日本政府の無償資金協力にて建設された施設の運営・維持管理はESSAPである。

組織図をAnnex2に示す。 

 

5. 要請内容 

協議の結果、最終的にパラグアイ国政府から要請された内容は、以下のとおりであること

を確認した。 

 

1）施設、機材等： 

取水口 

導水管（2km） 

浄水場（10,320m3/日） 

送水管（0.2km）- 

配水池（3,700 m3） 

配水管の更新（7.5km） 

SCADA システム(（リモート監視システム） 

2）コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネント： 
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詳細設計 

入札補助 

施工・調達管理 

浄水場の運転・維持管理方法の指導 

 

双方は、本調査を通じて上記の要請内容の実現可能性を JICA が評価し、その結果を日本

政府に報告した上で、プロジェクトの最終的なスコープは、日本政府によって決定される

ことを確認した。 

 

また、現在使用中の（主な）浄水施設は老朽化のため、本プロジェクト完工後にパラグア

イ側で廃棄又は移設されることを、両者確認した 

 

6. 日本の無償資金協力制度 

6-1 パラグアイ側は、調査団から説明を受け、Annex-3 に記載されている、日本の無償資金

協力制度について理解した。プロジェクトの実施を監視するため、JICA はパラグアイ

側にプロジェクトモニタリング報告書の「プロジェクトモニタリング報告書（PMR）」

（Annex-4）のフォーマットに従い、プロジェクトモニタリング報告書の提出を要請し

た。6-2 パラグアイ側は、プロジェクトを速やかに実施するために、日本の無償資金協

力を実施する条件として、Annex-5 に記載された必要措置を行うことに合意した。MOPC

は、プロジェクトの円滑な実施のために、Annex5 に記載されている必要な措置を講じ

ることに同意した。Annex5 の内容は、準備調査中に精緻化および改良され、準備調査の

ドラフトレポートの説明において合意される予定である。これは、本準備調査が進むに

つれて更新され、最終的には G/A の添付資料として使用されることを確認した。 

 

6-3 調査団は準備調査の実施は、プロジェクトの実施を保証するものではないことを説明

した。 

 

7. 今後の調査予定 

7-1 現在コロナウイルス感染の影響下にあるため、日本のコンサルタントは現地庸人を通

じて、2020 年 10 月～2021 年 2 月にかけ、遠隔で調査を進める予定であるが、パラグア

イでの調査が可能となった段階で、現地調査を実施する。（2021 年 4 月以降を想定） 

 

7-2 JICA は本調査に関する協力準備調査報告書案を作成し、2021 年 8 月頃を目途にその内

容説明をする。 

 

7-3 協力準備調査報告書案の内容に関し、パラグアイの合意が取り付けられれば、協力準備

調査報告書として取り纏め、2022 年 1 月までにパラグアイ国政府宛に送付する。 
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7-4 上記のスケジュールは現時点での想定であり、状況次第で今後変更する可能性がある。 

 

8．環境社会配慮（Consideraciones ambientales y sociales） 

8-1. La parte de Paraguay confirmó tomar las consideraciones ambientales y 

sociales debidas durante la implementación, y luego de la conclusión del 

Proyecto, en concordancia con las Lineamientos para las Consideraciones 

Ambientales y Sociales de la JICA(abril de 2010). 

8-2. El Proyecto se categoriza como "B" según las siguientes consideraciones: 

La parte de Paraguay confirmó conducir los procedimientos necesarios respecto 

a la evaluación ambiental (incluyendo reuniones con los interesados, la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)/ la Revisión Ambiental Inicial (RAI) y 

la divulgación de la información, etc.) y preparar un informe de la EIA/RAI 

del Proyecto. La aprobación de la EIA/RAI se recibirá por parte de las 

autoridades responsables y se presentará a JICA antes de Junio 2021. 

8-3. En caso que el Proyecto ocasione un reasentamiento involuntario, la parte 

de MOPC confirmó preparar un Plan de Acción para el Reasentamiento/Plan de 

Acción para el Reasentamiento Abreviado y ponerlo a disposición del público. 

Asimismo, la parte de MOPC confirmó la provisión de compensaciones suficientes 

y/o apoyo necesario a la población afectada, en concordancia con el Plan de 

Acción para el Reasentamiento /Plan de Acción para el Reasentamiento Abreviado, 

el cual se basa en las Directrices de JICA para las Consideraciones 

Ambientales y Sociales (abril de 2010). 

 

9. その他事項  

双方は以下の事項に関し、協議の上、合意した。 

9-1．安全対策 

パラグアイ国政府は、調査期間中及び、本プロジェクトの実施期間中、日本側が事前に

要請する場合はいつでも、関係する日本人および他の外国人の安全を確保するために可

能な限り必要な措置を講じることを確認した。 

 

9-2 目標年次及びプロジェクト指標 

  双方は、本プロジェクトの本プロジェクトは目標年次である2030年の水予想需要と状況

に基づいて行われることに合意した。 

JICAは、完工後約3~5年に事後評価を実施する。双方は、今後の更なる調査を通じ、プ

ロジェクトサイトの給水サービスの改善について、適切かつ現実的なプロジェクト指標
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を検討し、プロジェクトの評価指標として設定することに合意した。 

 

9-3 用地取得 

  想定される取水施設候補地、浄水場候補地の一部、配水池候補地は、いずれも私有地で

ある。パラグアイ政府は施設建設候補地の土地所有権について、土地登記簿等の法的根

拠書類を確認し、2020 年 12 月までに用地取得計画が提示され、用地取得手続きが順調

に開始されることを約束した。。また、導水管を始めとする管ルートについても、土地

所有権の取得が必要となった場合は、その他施設と同様の手続きをとることに合意した。 

 

9-4 洪水及び渇水対策 

取水施設建設予定地は洪水や渇水の受けやすい地域に立地しているため、これらの対策

が十分でかつ気候変動に対応可能な施設設計となるよう、調査団はパラグアイ側に過去

の被害実績等の情報収集及び長期的な水位等の観測データの提供を依頼し、パラグアイ

側は合意した。 

 

9-5 運営・維持管理体制 

  双方は、ビジャ・アジェス市にて給水サービスを行っている ESSAP が、取水及び浄水の

運営・維持管理を行うことで合意した。パラグアイ国側はプロジェクトによって新設さ

れる浄水場の運営維持管理に伴う料金徴収、予算措置、人員雇用など、適切に実施する

旨約束した。 

 

9-6 免税 

  双方は、本プロジェクトに関する付加価値税（VAT）、関税及びプロジェクトに関連し

て課されるその他税金、財政税含む税金の免除（免税）、パラグアイ政府によって保証

されることを確認した。また双方は、実施機関が免税のために必要な手続きを取ること

を確認し、免税が担保されない場合は、パラグアイ国政府が負担することに合意した。

免税は、日本企業が実施する業務に限る。 

 

9-7 調査時におけるパラグアイ国側の負担事項 

  調査団は、調査及びプロジェクトを安全かつ速やかに実施するために、パラグアイ国政

府は以下の便宜を図ることを申し入れ、パラグアイ国側はこれを受け入れた。 

 

1）調査実施に必要な、適切かつ入手可能なデータ、情報、資料を調査団に提供する。 

2）調査に必要な許可を調査団に与える。 

3）各調査（遠隔調査を含む）において、団員ごとにカウンターパートを配置する。 

4) 関連する機関に対する調整 

5) 資格情報または身分証明書 

6）現地調査地及び関係箇所への移動の際、便宜を図る。 
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7）医療サービスを受けるための情報とサポート 

8) 適切な執務スペースの確保（現地調査実施時） 

9) 調査を進める上で必要な特権等の優遇措置 

10) 調査に必要なファシリテーション 

 

 

 

以上 

 

 

 

Anexo 1 Sitio del Proyecto 対象地域位置図 

Anexo 2 Esquema organizacional 責任/実施機関組織図 

Anexo 3 Donación Japonesa 無償資金協力制度 

Anexo 4 Project Monitoring Report (Informe del Seguimiento del Proyecto) (modelo) 

プロジェクトモニタリングシート 

Anexo 5 Principales compromisos a cumplir por el Gobierno de Paraguay 先方負担事

項 
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Annex-1：対象地域位置図 
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Annex2：MOPC及び ESSAPの組織図 

MOPC組織図 
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ESSAP組織図 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

 
Project Monitoring Report 

on 
Project Name 

Grant Agreement No. XXXXXXX 
20XX, Month 

 
 
 
Organizational Information 
 

Signer of the G/A 
(Recipient) 

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts          Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

Executing 
Agency 

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts         Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

Line Ministry  

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts         Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

 
 
General Information:  
 

Project Title  

E/N Signed date: 
Duration: 

G/A Signed date: 
Duration: 

Source of Finance Government of Japan: Not exceeding JPY         mil. 
Government of (          ):                  

 

Annex4 Project Monitoring Report 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

1:  Project Description  

 
1-1 Project Objective 
 
 
 
 

 
1-2 Project Rationale 

- Higher-level objectives to which the project contributes (national/regional/sectoral 
policies and strategies) 

- Situation of the target groups to which the project addresses 
 
 
 
 

 
1-3 Indicators for measurement of “Effectiveness” 
 
Quantitative indicators to measure the attainment of project objectives 

Indicators Original (Yr       ) Target (Yr      ) 
   
   
   
Qualitative indicators to measure the attainment of project objectives 

 

 
 

2:  Details of the Project 
 
2-1 Location 

 
2-2 Scope of the work 

 
Reasons for modification of scope (if any). 
(PMR) 
 

Components 
 

Original 
(proposed in the outline design) 

Actual 
 

1.   

Components 
 

Original* 
(proposed in the outline design) 

Actual* 
 

1.   
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

 
2-3 Implementation Schedule 

Items 
Original 

Actual (proposed in the 
outline design) 

(at the time of signing 
the Grant Agreement) 

    
    
    

 
Reasons for any changes of the schedule, and their effects on the project (if any) 
 
 

 
2-4 Obligations by the Recipient 

2-4-1 Progress of Specific Obligations 
See Attachment 2. 

 
2-4-2 Activities 

 See Attachment 3. 
 

2-4-3 Report on RD 
 See Attachment 11. 
 
2-5 Project Cost  
 

2-5-1 Cost borne by the Grant(Confidential until the Bidding) 
 

Components Cost 
(Million Yen) 

 Original 
(proposed in the outline design) 

Actual 
(in case of any  
modification) 

Original1),2) 

(proposed in 
the outline 

design) 

Actual 

 1.    
     
     

Total   
Note:  1) Date of estimation:  

2) Exchange rate: 1 US Dollar =   Yen 
 
2-5-2 Cost borne by the Recipient 

 
Components Cost 

(1,000 Taka) 
 Original 

(proposed in the outline design) 
Actual 

(in case of any  
modification) 

Original1),2) 

(proposed in 
the outline 

design) 

Actual 

 1.    
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

Note:  1) Date of estimation:  
2) Exchange rate: 1 US Dollar =  

 
Reasons for the remarkable gaps between the original and actual cost, and the countermeasures 
(if any) 
(PMR) 
 
 

 
2-6 Executing Agency 

- Organization’s role, financial position, capacity, cost recovery etc, 
- Organization Chart including the unit in charge of the implementation and number 

of employees. 
Original (at the time of outline design) 
name:  
role:  
financial situation:  
institutional and organizational arrangement (organogram):  
human resources (number and ability of staff):  
 
Actual (PMR) 
 
 
 

 
2-7 Environmental and Social Impacts 
- The results of environmental monitoring based on Attachment 5 (in accordance with Schedule 
4 of the Grant Agreement). 
 - The results of social monitoring based on in Attachment 5 (in accordance with Schedule 4 of 
the Grant Agreement). 
 - Disclosed information related to results of environmental and social monitoring to local 
stakeholders (whenever applicable). 
 
 

3: Operation and Maintenance (O&M)  
 
3-1 Physical Arrangement 

- Plan for O&M (number and skills of the staff in the responsible division or section, 
availability of manuals and guidelines, availability of spareparts, etc.) 
 

Original (at the time of outline design) 
 
 
Actual (PMR) 
 
 
 
3-2 Budgetary Arrangement 

- Required O&M cost and actual budget allocation for O&M  
 
Original (at the time of outline design) 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

Actual (PMR) 
 
 
 

4: Potential Risks and Mitigation Measures 
 

- Potential risks which may affect the project implementation, attainment of objectives, 
sustainability 

- Mitigation measures corresponding to the potential risks 
 
Assessment of Potential Risks (at the time of outline design) 

Potential Risks Assessment 
1. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low 

Impact: High/Moderate/Low 
Analysis of Probability and Impact: 
 
 
Mitigation Measures: 
 
 
Action required during the implementation stage: 
 
 
Contingency Plan (if applicable): 
 
 

2. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low 
Impact: High/Moderate/Low 
Analysis of Probability and Impact: 
 
 
Mitigation Measures: 
 
 
Action required during the implementation stage: 
 
 
Contingency Plan (if applicable): 
 
 

3. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low 
Impact: High/Moderate/Low 
Analysis of Probability and Impact: 
 
 
Mitigation Measures: 
 
 
Action required during the implementation stage: 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

Contingency Plan (if applicable): 
 
 

Actual Situation and Countermeasures 
(PMR) 
 
 
 
 

5:  Evaluation and Monitoring Plan (after the work completion) 
 
5-1 Overall evaluation 
 
Please describe your overall evaluation on the project. 
 
 

 
5-2 Lessons Learnt and Recommendations 
Please raise any lessons learned from the project experience, which might be valuable for the 
future assistance or similar type of projects, as well as any recommendations, which might be 
beneficial for better realization of the project effect, impact and assurance of sustainability.  
 
 
 

 
5-3 Monitoring Plan of the Indicators for Post-Evaluation 
Please describe monitoring methods, section(s)/department(s) in charge of monitoring, 
frequency, the term to monitor the indicators stipulated in 1-3. 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

Attachment 
 
1． Project Location Map 
2． Specific obligations of the Recipient which will not be funded with the Grant 
3． Monthly Report submitted by the Consultant 
Appendix - Photocopy of Contractor’s Progress Report (if any) 

- Consultant Member List 
- Contractor’s Main Staff List 

4． Check list for the Contract (including Record of Amendment of the Contract/Agreement and 
Schedule of Payment) 

5． Environmental Monitoring Form / Social Monitoring Form 
6． Monitoring sheet on price of specified materials (Quarterly) 
7． Report on Proportion of Procurement (Recipient Country, Japan and Third Countries) (PMR 

(final )only) 
8． Pictures (by JPEG style by CD-R) (PMR (final)only) 
9． Equipment List (PMR (final )only) 
10. Drawing (PMR (final )only) 
11. Report on RD (After project) 
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Anexo 5 Principales compromisos a cumplir por el Gobierno de Paraguay 
 

 
Principales compromisos a cumplir por el Gobierno de Paraguay 

 
1. Obligaciones específicas del Gobierno de Paraguay que no se financiarán con la Donación 

 
(1) Antes de la licitación 

Nro. Ítems Plazo Responsable Costo 
estimado Ref. 

1 Abrir una cuenta bancaria [Convenio Bancario (C/B)].  dentro de 1 mes 
después de la firma 

del A/D 

MOPC 
  

2 Emitir la A/P a un banco en Japón (el banco agente) para el pago al consultor. dentro de 1 mes 
después de la firma 

del contrato  

MOPC   

3 Solicitar la aprobación de la Revisión Ambiental Inicial (RAI)/Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) (las condiciones para la aprobación deben cumplirse, si 
existieran) y obtener el presupuesto para la implementación. 

dentro de 1 mes 
después de la firma 

del A/D 

 
ESSAP 

  

4 Obtener el presupuesto necesario y proceder a la adquisición de terrenos y al 
reasentamiento (incluyendo la preparación de los lugares de reasentamiento) y 
compensación con el coste total de sustitución de acuerdo con el Plan de Acción 
para el Reasentamiento (PAR). 

antes del comienzo 
de la construcción 

MOPC 
ESSAP 

  

5 Implementar un seguimiento social y presentar trimestralmente los resultados del 
mismo a JICA, utilizando el formulario de seguimiento como parte del Informe 
del Seguimiento del Proyecto. 

hasta completarse 
la adquisición de 

las tierras y el 
reasentamiento 

MOPC 
ESSAP 

  

6 Adquirir y despejar los terrenos siguientes: 
 -Toma de agua 
 -Reservorio 
 -Ruta de instalación de tubería (si necesario) 
 -Patio de almacenamiento temporal, etc 

antes del aviso del 
documento de 

licitación 

MOPC 
ESSAP 

  

7 Obtener los permisos relativos a la planificación, zonificación o parcelación y la 
licencia de obras. 

antes del aviso del 
documento de 

licitación 

MOPC 
ESSAP 

  

8 Despejar, nivelar y recuperar los siguientes lugares: 
 -Planta de tratamiento existente 
 - Patio de almacenamiento temporal, etc 

antes del aviso del 
documento de 

licitación 

MOPC 
ESSAP 

  

9 Entregar el Informe del Seguimiento del Proyecto (con el resultado del Diseño 
Detallado). 

antes de la 
preparación del 
documento de 

licitación 

MOPC 
ESSAP 

  

10 Asignar contrapartes para el equipo de consultor durante el estudio de diseño de 
detalle. 

prontamente 
después de 
comenzar la 

estudio de diseño 
de detalles 

MOPC 
ESSAP 

  

11 Entregar el Informe del Seguimiento del Proyecto (con resultados de diseño de 
detalle). 

antes de la 
preparación del 
documento de 

licitación 

MOPC 
ESSAP 

  

12 Promover el aumento de clientes para conexiones privadas. durante la 
construcción 

MOPC 
ESSAP 
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(2) Durante la implementación del Proyecto 
Nro. Ítems Plazo Responsable Costo 

estimado Ref. 

1 Emitir la A/P a un banco en Japón (el banco agente) para el pago al/a los 
Proveedor(es). 

dentro de 1 mes 
después de la firma 

del/de los 
contrato(s) 

MOPC   

2 Encargar las siguientes comisiones a un banco de Japón por los servicios 
bancarios sobre la base del C/B. 

 MOPC   

1) Comisión por el aviso de la A/P dentro de 1 mes 
después de la firma 

del/de los 
contrato(s) 

MOPC 

  

2) Comisión de pago para la A/P cada pago MOF   
3 Asegurar el pronto despacho aduanero y asistir al/a los Proveedor(es) con 

transporte interno en el país del Receptor. 
durante el Proyecto MOPC   

4 Otorgar a las personas físicas japonesas y/o personas físicas de terceros países, 
cuyos servicios sean requeridos en relación con el suministro de los Productos y 
los Servicios, tantas facilidades como sean necesarias para su ingreso y estadía en 
el país del Receptor para el desempeño de sus funciones. 

durante el Proyecto MOPC   

5 Asegurar que los pagos de derechos aduaneros, impuestos internos y otras cargas 
fiscales que se impongan en el país del Receptor con respecto a la suministro de 
los Productos y/o los Servicios sean eximidos/sean cubiertos por su autoridad 
designada sin utilizar la Donación]. 

durante el Proyecto MOPC   

6 Sufragar todos los gastos necesarios, excepto aquellos cubiertos por la Donación, 
para la implementación del Proyecto. 

durante el Proyecto MOPC   

7 1) Entregar el Informe del Seguimiento del Proyecto. cada mes MOPC   

 2) Entregar el Informe del Seguimiento del Proyecto (final). dentro de un mes 
después de la firma 
del Certificado de 

Terminación de los 
trabajos bajo el/los 

contrato(s) 

MOPC   

8 Entregar un informe respecto a la terminación del Proyecto. dentro de seis 
meses después de 
la terminación del 

Proyecto 

MOPC   

9 Construir carreteras de acceso. 
1) Fuera del sitio del Proyecto(si necesario) 

3 meses antes de la 
terminación de la 

construcción 

ESSAP   

10 Proveer de instalaciones para la distribución de electricidad, suministro de agua y 
el sistema de desagüe y otras instalaciones adicionales necesarias para la 
implementación del Proyecto fuera del/de los sitio(s). 

 ESSAP   

1) Electricidad 
La línea de distribución al sitio del Proyecto 

antes del comienzo 
de la construcción 

ESSAP   

 2) Suministro de Agua 
Cañerías de distribución de agua de la ciudad al sitio del Proyecto 

6 meses antes de la 
terminación de la 

construcción 

ESSAP   

 3) Alcantarillado 
Cañerías de alcantarillado de la ciudad (pluvial, aguas servidas y otras) al sitio del 
Proyecto 

6 meses antes de la 
terminación de la 

construcción 

MOPC   

 4) Mobiliario y equipos 
Mobiliario general 

1 mes antes de la 
terminación de la 

construcción 

MOPC   

11 Tomar las medidas necesarias para seguridad de la construcción. 
- Control del tránsito 

(1) Cercamiento del área 

durante la 
construcción 

MOPC   
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12 Implementar el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Seguimiento Ambiental. durante la 
construcción 

ESSAP   

13 Presentar trimestralmente los resultados del seguimiento ambiental a JICA, 
utilizando el formulario de seguimiento como parte del Informe del Seguimiento 
del Proyecto. 

durante la 
construcción 

MOPC 
ESSAP 

  

14 Implementar un Plan de Acción para el Reasentamiento (programa de 
recuperación del sustento, si es necesario). 

por un periodo 
basado en el 
programa de 

recuperación del 
sustento 

MOPC 
ESSAP 

 

  

15 Implementar seguimiento social y presentar trimestralmente los resultados del 
seguimiento a JICA, utilizando el formulario de seguimiento, como parte del 
Informe del Seguimiento del Proyecto.  
El periodo de seguimiento puede extenderse si el sustento de las personas 
afectadas no es recuperado de forma suficiente. La extensión del seguimiento se 
decidirá sobre la base de un acuerdo entre MOPC y JICA. 

- hasta la 
finalización del 

programa de 
recuperación del 
sustento (en caso 

de proveer el 
programa de 

recuperación del 
sustento) 

- por dos años 
después de que se 

complete la 
adquisición de 
terrenos y el 

reasentamiento (en 
caso de no proveer 

el programa de 
recuperación del 

sustento) 

MOPC 
ESSAP 

  

 
 
(3) Después del Proyecto 
Nro. Ítems Plazo Responsable Costo 

estimado Ref. 

1 
Implementar el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Seguimiento Ambiental por un periodo 

basado en los 
planes 

MOPC   

2 Presentar semestralmente los resultados del seguimiento ambiental a JICA, 
utilizando para ello el formulario de seguimiento 
El período de seguimiento ambiental puede extenderse si se produce algún 
impacto negativo significativo en el medio ambiente. La extensión del 
seguimiento ambiental se decidirá sobre la base del acuerdo entre MOPC y JICA. 

por tres años 
después del 

Proyecto 

MOPC 
ESSAP 

  

3 Mantener y utilizar debida y efectivamente las instalaciones construidas y los 
equipos suministrados bajo la Ayuda de Donación  
1) Asignación del coste de mantenimiento 
2) Estructura de operación y mantenimiento 
3)  Verificación rutinaria/Inspección Periódica 

después de la 
terminación de la 

construcción 

MOPC 
ESSAP 
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2. Otras obligaciones del Gobierno de Paraguay financiados con la Donación  
 

Nro. 
 Ítems 

Plazo Monto 
(Millones de 

yenes 
japoneses)* 

1 
   

2    
 Total   XXX 

* El monto es provisional. Sujeto a la aprobación del Gobierno de Japón. 
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協議議事録  

パラグアイ共和国 

ビジャ・アジェス市給水システム改善計画 

協力準備調査
 

 

パラグアイ共和国（以下、「パラグアイ」）政府の要請に基づき、日本国政府は、ビジャ・

アジェス市給水システム改善計画（以下「プロジェクト」）に関する協力準備調査を実施す

ることを決定し、今般、JICA地球環境部 久保田 広志 を団長とする協力準備調査団（以

下「調査団」）を任命した。調査団は、2020年8月～2021年11月にかけて、日本から遠隔で

調査を実施し、その内容を準備調査報告書に取りまとめた。 
調査団は、パラグアイ国政府関係者と協議し、その結果、両者は付属書に記載されている

主要事項を合意した。 
 

アスンシオン、2021年11月26日 
東京、2021年11月26日 

 
 
 

 
 
                  
久保田 広志 
団長 
協力準備調査団 
国際協力機構 

 
 
                  
Arnoldo WIENS DURKSEN 
大臣 
公共事業通信省 
パラグアイ共和国 

 
 

 
 
                  
Natalicío Esteban CHASE ACOSTA 
総裁 
パラグアイ衛生サービス会社 
パラグアイ共和国 
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付属書 

 

1. プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、対象地域であるビジャ・アジェス市において、浄水場、送配水管等を

整備・更新することにより、給水能力の増強を図り、もってビジャ・アジェス市民の生活

環境の向上に寄与するもの。 
 
2. プロジェクト名 
  本準備調査の名称は、「ビジャ・アジェス市給水システム改善計画準備調査」とする。 
 

3. プロジェクト対象地域 

本プロジェクトの対象地域はプレジデンテ・アジェス県ビジャ・アジェス市の ESSAP に

よる給水対象地とする。対象地域の位置図は Annex-1 のとおりである。 
 

4. プロジェクト責任機関と実施機関 
プロジェクトの責任機関及び実施機関は、公共事業・通信省（MOPC）である（以下、「責

任機関」という）。責任機関は、すべての関係当局と調整して、プロジェクトの調和のと

れた実施を確保し、プロジェクト実施が適切かつタイムリ－に実施されるように働きか

ける。また、パラグアイ衛生サービス公社（ESSAP）は、調査段階と、プロジェクト実

施の両方で、必要なデータと情報、技術支援を提供する。 
プロジェクト完工後は、ESSAPが本施設の運営と保守を担当する機関となる。 
MOPC及びESSAPの組織図をAnnex2に示す。 

 

5. 準備調査報告書（案）の内容 

準備調査報告書（案）の説明を受け、パラグアイ側は内容について同意した。JICA は協

議の結果を受けて報告書を最終化する。最終報告書は 2022 年 2 月頃にパラグアイ側に送

付される予定。 
 

6. 概算事業費 

双方は Annex5 に記載された事業費（予備的経費を含む）の総額は暫定的なものであり、

日本政府により承認のため更なる検討が行われる予定であることを確認した。予備的経費

は、自然災害や、予期せぬ自然条件等に対する追加経費をカバーするものである。 
 

7. 概算事業費と技術仕様の守秘義務 

双方は、本プロジェクトの全契約が締結されるまで、本プロジェクトの概算事業費および
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技術仕様書をいかなる第三者にも開示しないことに合意した。 

 

8．日本の無償資金協力制度 

パラグアイ側は、Annex3 に記載されている日本の無償資金協力（以下、「無償資金協力」）

の手続きと基本原則が本プロジェクトに適用されることに同意した。また、パラグアイ側

は、その手続きに従って必要な措置をとることに同意した。 
 
9. プロジェクト実施工程 

調査団は、パラグアイ側にプロジェクト実施のための予想される工程は Annex４のとお

りであることを説明した。 
 
10. 事業効果の確認指標 

双方は、事業効果の確認指標が以下の通りであることに合意した。パラグアイ側は、2028
年を目標とする合意された主要な指標の達成に責任を負い、これらの指標に基づく事後評

価のために進捗状況をモニタリングする。なお、定量的効果のうち、目標年における給水

人口達成に向けて、パラグアイ側は新規顧客への給水接続を積極的に実施することを約束

した。 
1) 定量的効果 

指標名 基準値 

（2020 年） 

目標値 

（2028 年：事業完成 3
年後） 

給水人口（人） 23,900 31,500 
一日平均給水量（m3/日） 5,000 7,900 

 
2) 定性的効果 
①給水サービスの向上によりビジャ・アジェス市民の生活環境・公衆衛生・健康状態

が改善される。 
②災害に強靭な取水施設建設により、渇水および洪水などの気候変動に適応すること

が可能となり、年間を通じて安定した給水を実施することが期待される。 
 

11. 事後評価 

JICA は、原則としてプロジェクト終了後 3 年後に、5 つの評価項目（妥当性、有効性、

インパクト、持続性、効率性）に関して事後評価を行う。評価の結果は公表される。パラ

グアイ側は、データ収集に必要な支援を行うことが求められる。 
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12. ソフトコンポーネント 

本プロジェクトで供与された施設の持続的な運用・維持を考慮し、本プロジェクトでは以

下のような技術支援が計画されている。パラグアイ側は、ソフトコンポーネントに必要な

ESSAP の職員を必要数任命することを確約した。 
① 運転に必要な機械設備機能（状態監視を含む）を理解し､浄水処理理論にもとづいた水

質変動に対応可能な処理技術（水質､薬注､洗浄､流量）能力、および自然災害（洪水･

渇水）や､高濁度･汚染等の水質変化などのリスクに対処する方法の理解のための支援 
② 既存配水管網の課題を踏まえた、老朽管更新計画の立案と予算化、メータ設置率の向

上にかかる指導と設置計画の実施促進のための支援。 
 

13. 先方負担事項 

双方は、Annex5 に記載されているプロジェクトに必要な先方負担事項について、合意

した。双方は、概算事業費は概略設計の段階であることを確認した。より正確な事業費

は、詳細設計の段階で算出される。両者はまた、Annex5 が G/A の添付書類として使用

されることを確認した。 
 
14．プロジェクト実施期間中のモニタリング 

本プロジェクトは、実施機関がモニタリングを行い、Annex 6 のプロジェクトモニタリ

ング報告書(PMR)を用いて JICA に報告する。PMR の提出時期は Annex 5 に記載され

ている。 
 
15．プロジェクトの完了 

双方は、プロジェクトによって建設された施設および調達された機材がすべて稼働した

時点で本プロジェクトが完了することを確認した。本事業の完了は、速やかに、いかな

る場合でも本事業の完了後 6 ヶ月以内に JICA に報告される。 
 

16．環境社会配慮（Consideraciones ambientales y sociales） 
16-1. 一般事項 
16-1-1 環境社会配慮ガイドライン及び環境カテゴリー 

調査団は、本プロジェクトには「JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月版）」

（以下、ガイドライン）が適用されると説明した。本事業は、大規模な水供給プロジェ

クトに該当せず、JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月版）に掲げる影響を

及ぼしやすいセクター・特性および影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望まし

くない影響は重大でないと判断されるため、環境カテゴリーB に分類される。 
 

16-1-2. 環境社会チェックリスト 
本プロジェクトの主要な影響と緩和策を含む環境社会配慮は、Annex7 として添付され

た環境チェックリストにまとめられている。双方は、環境チェックリストの内容を大幅
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に変更した場合、パラグアイ側が変更版を JICA に適時に提出することを確認した。 
 
16-2. 環境事項 
16-2-1. Environmental Impact Assessment (EIA)環境認証手続き 
双方は、プロジェクト実施に必要な DIA 取得に必要な EIAp 作成に係る調査は既に実施

済みであり、仮環境調査報告書（EIAp）は作成されていることを確認した。パラグアイ

政府は、EN 締結後速やかに EIAp を環境管理・天然資源総局（DGCCARN）へ提出し、

承認手続きを進める。DGCCARN による審査後、環境影響調査書（EIAS）の提出を命

じられる場合がある。提出を命じられた場合は速やかにEIASをDGCCARNに提出し、

2022 年 8 月までに承認を完了させる。EIAp の審査結果については 2022 年 8 月まで

に、EIAS の審査結果は 2022 年 9 月までに、JICA パラグアイ事務所に提出する。パラ

グアイ側は、今後 EIAp または EIAS が承認された場合、提供された EIAp または EIAS
報告書を JICA がウェブサイトで公開することに同意した。 

 
16-2-2. Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan 
双方は、本プロジェクトの環境管理計画(EMP)と環境モニタリング計画(EMoP)に合意し

た。（Annex8 を参照）双方は、詳細設計段階で更新される可能性のある EMP と EMoP
に基づいて、環境緩和策とモニタリングを実施することに合意した。 

 
16-3 環境モニタリング 
16-3-1 環境モニタリングフォーム 
双方は、パラグアイ側が環境モニタリングの結果を Annex 9 として添付されたモニタ

リングフォームを用いて、PMR とともに JICA に提出することに合意した。モニタリ

ングフォームの提出時期は Annex5 に記載済。 
 

16-3-2 モニタリング結果の情報公開 
JICA 調査団は、JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき、パラグアイ側がモニタリン

グ結果を JICA HP で公開することを要請し、パラグアイ側はそれに留意した。双方は、

地元の利害関係者が ESSAP に情報公開を請求した場合に、情報アクセス法 25 条の規

制令 4064 に基づき 15 日以内に環境モニタリングの結果を請求者に対し提出する方法

で情報開示することを確認した。なお、実施機関は、JICA ウェブサイトへの情報公開

のために、関連機関からの承認を得られるよう最大限の調整を行う旨約束した。 
 

16-3-3 ステークホルダー・ミーティング 
双方とも、2021 年 8 月に、関連するステークホルダーや地元住民との本プロジェクト

に関するステークホルダー・ミーティングが、DAPSAN によって主催されたことを確

認した。ステークホルダー・ミーティングは、本プロジェクト対象地域のステークホル

ダーを招待して開催され、告知は招待状の送付を通じて実施された。出席者からは、プ
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ロジェクトの開始時期についての質問があったものの、プロジェクトの実施に対する大

きな反対意見はなし。 
 

17. その他事項 

双方は以下の事項に関し、協議の上、合意した。 

 

17-1 事業内容 
調査団は、準備調査の結果、水質の確保に最も適した位置へ取水施設を建設する計画

としたことから、事業費が増額となり一部スコープの削除を検討した。報告書案 2-2-
4(1)配水施設計画のとおり、必要となる配水池の容量は 1,000m3 であり、既存配水池

による対応が可能と判断したことから、新規配水池の建設を事業スコープから削除す

ることをパラグアイ側に説明し、パラグアイ側は了承した。配水池の増設は先方負担

事項とはしないものの、将来的には水需要の増加に対応する形で、必要なタイミング

でパラグアイ側が整備することが望ましい旨伝え、合意を得た。 
 
17-2 安全対策 

パラグアイ国政府は、本プロジェクトの実施期間中、日本側が事前に要請する場合はい

つでも、関係する日本人および他の外国人の安全を確保するために可能な限り必要な措

置を講じることを確認した。 
 

17-3 既存配水池・送配水管の土地 
DAPSAN 及び ESSAP は調査団に対し、今後、既存配水池・送・配水管は借地契約を継

続する意向を説明した。調査団は、公共サービス継続の観点からは、最終的には用地取

得することが望ましい旨強く申し入れ、DAPSAN 及び ESSAP は JICA の意向に同意し

た。ESSAP は、事業のあるなしに関わらず、用地は必要であることから、用地取得に

関して、可能な限り用地取得に向け早急に交渉を開始する旨 JICA に確約した。 
ESSAP は、今後、可能な限り、用地取得に向けた予算確保のため、2028 年までに株主

総会に提案書を送る旨 JICA に確約した。なお、2028 年には、事後評価実施予定であ

る。 
用地取得する場合は、JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき用地取得する必要があ

るため、DAPSAN 及び ESSAP は実際の手続きに着手する前に、配水池及び関連する

インフラがある土地の用地取得計画を JICA パラグアイ事務所に提出して確認を得る。

用地取得に際しては合意形成に時間もかかることから、当面は借地契約として運用する

こととする旨、パラグアイ側は JICA に説明し、双方は合意した。借地契約内容として

合意できている内容は以下の通り。 
 

借地契約として合意した内容 
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対象面積 16,845 ㎡（Annex10-2 の通り） 
期間 2 年（2022 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日） 

2028 年までは両者合意のもと、契約を延長する 
2021 年 11 月、12 月分の借地料については、地権者か

ら提出される請求書に応じ、ESSAP が支払う。 
契約予定者への支払い月額 8,500,000Gs※現行価格の契約金額に、消費者物価指数

を考慮した金額。（スペイン語版に記載なし） 
 
【既存配水池及び送配水管の土地運用方針決定に至る経緯】 

2021 年 11 月 24 日（水）の協議において、JICA は、パラグアイ側に対し、既存配水池

及び送配水管の土地運用方針に関して説明を求めた。パラグアイ側からは JICA に対し、

当該用地の土地登記がなされていないため、売買契約締結や、借地契約更新ができない

旨説明があった。パラグアイ側は、土地登記の詳細について、以下の通り JICA に説明

した。 
１．パラグアイの土地登記は 2 種類（①公証役場での土地登記、②国土登記所での土地

登記）ある。売買契約や借地契約を行う場合に②国土登記所での土地登記が必要にな

るが、今回既存配水池及び送配水管の土地の地権者は②が完了しておらず、売買契約

への切り替えや、借地契約の更新がパラグアイ国の制度上できない。 
２．今回地権者側の公証役場での土地登記は現地権者の父の名前となっているが、既に

相続に係る書類は公証人により受理され、今後登記手続きが完了する見込みであるこ

とから、手続きの完了状況を実施機関の責任において確認する旨説明された。 
 
一方で、パラグアイ側は、2021 年 11 月 27 日（土）、地権者の国土登記所での土地登

記は 2010 年に完了していることを証拠書類と共に JICA 調査団に対して提示し、これ

により売買契約締結や、借地契約更新が可能であることを説明した。また、パラグアイ

において、公的機関は 2 年以上の契約を行ってはならない旨法律で定められているこ

とから、ESSAP と地権者間で少なくとも事後評価を行う 2028 年まで、借地契約（契

約期間は 2 年間）を延長する旨の合意書を、パラグアイ側は JICA に示した。 
 
【今後のスケジュール】 
本契約更新の手続きは Annex10 に記載の通り、ESSAP は、2021 年 12 月 31 日までに

公共調達局に契約更新に必要な書類を提出し、JICA パラグアイ事務所に対し報告する。

公共調達局での契約書締結までに最低でも 90 日必要であるため、契約書の写しは、

2022 年 3 月中までに、ESSAP が JICA パラグアイ事務所に提出する旨確約した。 
 
17-4 気候変動対策 

双方は、本プロジェクトでは、気候変動に伴い大雨や洪水が増加した場合や、降雨量の

減少に伴う渇水時においても、安定した取水が実現する施設を建設することで、気候変
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動適応策に資することを確認した。 
 
17-5 運営・維持管理体制 
  双方は、本事業完成後の取水・浄水の運営・維持管理はパラグアイ衛生サービス会社

（ESSAP）が行い、送水・給配水施設の運営・維持管理について、地方運転部が担当す

ることを確認した。更に、新設される浄水場の運営維持管理に伴う料金徴収、予算措置、

人員雇用などは、ESSAP の地方商務部が担当することを確認した。パラグアイ国側は

プロジェクトによって新設される浄水場の運営維持管理に伴う料金徴収、予算措置、人

員雇用など、適切に実施する旨約束した。パラグアイ側は、新規浄水場の運営に関して

Annex11 に記載のある必要な職員数を任命することに合意した。人員不足が生じた場

合、新規職員を雇用することを合意した。 
 
17-6 免税 
  双方は、本プロジェクトに関する付加価値税（VAT）、関税及びプロジェクトに関連し

て課されるその他税金、財政税含む税金の免税がパラグアイ政府によって保証されるこ

とを確認した。また双方は、MOPC が免税のために必要な手続きを取ることを確認し、

免税が担保されない場合は、パラグアイ国政府が負担することに合意した。 
 
17-7 ジェンダー主流化 

双方は、本事業がジェンダー主流化に貢献するよう、本事業実施において、以下 2 点

に配慮することに合意した。 
1） ビジャ・アジェス浄水場の新規職員の配置は、ジェンダーバランスに留意すること。 
2） 施設・機材の維持管理に関し、ソフトコンポーネントや関連する研修等に女性職員

の参加推奨を行うこと。 
 

以上 
Anexo 1 対象地域位置図 
Anexo 2 責任/実施機関組織図 
Anexo 3 無償資金協力制度 
Anexo 4 プロジェクト工程表 
Anexo 5 先方負担事項 
Anexo 6 プロジェクトモニタリングシート Project Monitoring Report  
Anexo 7 環境チェックリスト 
Anexo 8 Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan 
Anexo 9 Environmental Monitoring Form 
Anexo 10 用地確保のスケジュール 
Anexo 11 浄水場の増員計画 
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Annex-1：対象地域位置図 
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Annex2：MOPC及び ESSAPの組織図 

MOPC組織図 
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ESSAP組織図 
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Annex 5 
Major Undertakings to be taken by the Government of Paraguay 

 
1. Specific obligations of the Government of Paraguay which will not be funded with the Grant 

 
(1) Before the Bidding 

NO Items Deadline In charge Estimated 
Cost Ref. 

1 To sign the banking arrangement (B/A) with a bank in Japan (the Agent 
Bank) to open bank account for the Grant  

within 1 month 
after the signing 

of the G/A  

MOPC 
  

2 To issue A/P to the Agent Bank for the payment to the consultant within 1 month 
after the signing  

of the 
contract(s) 

MOPC   

3 To bear the following commissions to the Agent Bank for the banking 
services based upon B/A   

 MOPC   

1)  Advising commission of A/P within 1 month 
after the signing 

of the 
contract(s)  

MOPC Gs 
14,784,000 

 
 
 

 

2)  Payment commission for A/P every payment MOPC Gs 
235,000 

 

4 To approve EIAp or EIAS (Conditions of approval should be fulfilled) 
and secure the necessary budget for implementation for EMP and 
EMoP (and fulfilling conditions of approval, if any). 

within 1 month 
after the signing  

of the G/A  

ESSAP   

5 
 

To secure and clear the following lands  
1) Raw water catchment (MOPC) 
2) Water treatment plant (ESSAP) 
3) Reservoir (ESSAP) 
4) Pipe installation route (ESSAP) 
5) Temporary storage yard (Municipality) 

before  
notice of the 

bidding 
Document 

 

ESSAP 
MOPC 
Municipali
ty 

  

6 To obtain the necessary permission for the implementation before  
notice of the 

bidding 
Document 

ESSAP 
MOPC 

  

7 To clear, level the following sites 
1) Raw water catchment  
2) Water treatment plant  
3) Reservoir 
4) Pipe installation route 
5) Temporary storage yard  

before  
notice of the 

bidding 
Document 

 

ESSAP Gs
25,920,000 

 

8 To assign counterparts for the Survey Team during detail design 
survey（D/D） 

Soon after 
starting detail 
design survey 

ESSAP   

9 To submit Project Monitoring Report (PMR) (with the result of 
Detailed Design) 

before 
preparation of 

the bidding 
documents 

MOPC   

 
 
(2) During the Project Implementation 
NO Items Deadline In charge Estimated 

Cost Ref. 

1 To issue A/P to the Agent Bank for the payment to the supplier and 
the contractor 

within 1 month 
after the signing  

of the  

MOPC   
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contract(s) 

2 To bear the following commissions to the Agent Bank for the banking 
services based upon the B/A   

    

1)  Advising commission of A/P within 1 month 
after the signing 

of the 
contract(s)  

MOPC 

Gs 
114,979,000 

 

2)  Payment commission for A/P every payment MOPC Gs 
4,465,000 

 

3 To ensure prompt customs clearance and to assist the Contractor(s) 
with internal transportation in the Recipient country 

during the 
Project 

MOPC   

4 To accord Japanese physical persons and/or physical persons of third 
countries whose services may be required in connection with the 
supply of the products and the services such facilities as may be 
necessary for their entry into the country of the Recipient and stay 
therein for the performance of their work 

during the 
Project 

MOPC   

5 To ensure that customs duties, internal taxes and other fiscal levies 
which may be imposed in the country of the Recipient with respect to 
the purchase of the products and/or the services [be exempted by its 
designated authority without using the Grant];  

during the 
Project 

MOPC   

6 To bear all the expenses, other than those covered by the Grant, 
necessary for the implementation of the Project、according to the 
competence and commitment assumed by each institution. 

during the 
Project 

MOPC 
ESSAP 

  

7 To notify JICA promptly of any incident or accident, which has, or is 
likely to have, a significant adverse effect on the environment, the 
affected communities, the public or workers. 

during the 
construction 

MOPC 
ESSAP 

  

8 1) To submit Project Monitoring Report 
 

every month 
 

MOPC 
ESSAP 

  

2） To submit Project Monitoring Report (final) (including as-built 
drawings, equipment list, photographs, etc.) 

within 1 month 
after issuance of 

Certificate of 
Completion for 
the works under 
the contract(s) 

MOPC 
ESSAP 

  

9 To submit a report concerning completion of the Project within 6 months 
after completion 

of the Project 

MOPC 
ESSAP 

  

10 To construct access roads （Raw water catchment） 
1)  Outside the site （Raw water catchment） 
  

3 months before 
completion of 

the construction 

Municipali
ty 

(implement
ation) 

ESSAP 
(coordinate

) 
MOPC 

(coordinate
) 

  

11 To provide facilities for distribution of electricity, water supply and 
drainage and other incidental facilities necessary for the 
implementation of the Project outside the site(s) assumed in the 
technical note. 

 ESSAP   

 1) Electricity 
The distributing line to the site 

before start of 
the construction 

ESSAP Gs 
482,000,000 

 

 2) Water Supply 
The city water distribution main to the site 

duaring start of 
the construction 

ESSAP   

 3) Drainage 
 

duaring start of 
the construction 

MOPC 
ESSAP 

(coordinate
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) 

12 
 

To take measure necessary for security and safety of the Project 
- maintaining the safety of workers and the general public by 

thorough implementation of safety measures and immediate 
action in the case of accident 

- traffic control around the site(s) and on transportation routes of 
construction materials 

- installation of fences around the site(s) 

during the 
construction 

MOPC   

13 To ensure the safety of persons engaged in the implementation of the 
Project 

during the 
project MOPC N/A  

14 To implement the environmental management plan (EMP)and EMoP during the 
construction 

MOPC   

15 To assign counterparts for the soft-component activities during the 
project ESSAP   

16 To submit results of environmental monitoring to JICA, by using the 
monitoring form, on a quarterly basis as a part of Project Monitoring 
Report 

during the 
construction 

MOPC 
 

  

17 To implement meter installation during the 
construction 

ESSAP Gs 
378,000,000 

 

18 To implement the fence construction around the facilities(Raw water 
catchment, water treatment plant, and reservoir) 

during the 
construction 

ESSAP Gs 
122,000,000 

 

 
 
(3) After the Project 
NO Items Deadline In charge Estimated 

Cost Ref. 

1 To implement environmental management plan (EMP) and 

environmental monitoring plan (EMoP) 

for a period 
based on EMP 

and EMoP 

ESSAP N/A  

2 To submit results of environmental monitoring to JICA, by using the 
monitoring form, semiannually 
 - The period of environmental monitoring may be extended if any 
significant negative impacts on the environment are found. The 
extension of environmental monitoring will be decided based on the 
agreement between MOPC and JICA. 

for 3 years after 
the Project 

ESSAP N/A  

3 To maintain and use properly and effectively the facilities constructed 
and equipment provided under the Grant Aid 
1) Allocation of maintenance cost 
2) Operation and maintenance structure 
3) Routine check/Periodic inspection 

After official 
transfer of the 

work 

ESSAP N/A  

4 To implement periodic renewal of the water pipe network After 
completion of 

the construction 

ESSAP   

5 To assign in the number of water treatment plant staff After 
completion of 

the construction 

ESSAP Gs
40,750,000

/month

 

6 To promote the increase of customer for private connections Soon after 
completion of 

the construction 

ESSAP   
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2. Other obligations of the Government of Paraguay funded with the Grant  
 

NO 
 Items 

Deadline Amount 
 (Million 

Japanese Yen)* 
1 Construction of the Raw water catchment facilities project 

completion, 
which is 

expected to 
be 

December, 
2024 

 

2 Construction of the water treatment plant 
3 Construction of the water pipelines 
4 Detailed design, bidding support and construction supervision 

(Consulting Service) 
5 Contingencies 
 Total   1,931 

* The Amount is provisional. This is subject to the approval of the Government of Japan. 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

 
Project Monitoring Report 

on 
Project Name 

Grant Agreement No. XXXXXXX 
20XX, Month 

 
 
 
Organizational Information 
 

Signer of the G/A 
(Recipient) 

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts          Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

Executing 
Agency 

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts         Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

Line Ministry  

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts         Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

 
 
General Information:  
 

Project Title  

E/N Signed date: 
Duration: 

G/A Signed date: 
Duration: 

Source of Finance Government of Japan: Not exceeding JPY         mil. 
Government of (          ):                  

 

Annex6 Project Monitoring Report 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

1:  Project Description  

 
1-1 Project Objective 
 
 
 
 

 
1-2 Project Rationale 

- Higher-level objectives to which the project contributes (national/regional/sectoral 
policies and strategies) 

- Situation of the target groups to which the project addresses 
 
 
 
 

 
1-3 Indicators for measurement of “Effectiveness” 
 
Quantitative indicators to measure the attainment of project objectives 

Indicators Original (Yr       ) Target (Yr      ) 
   
   
   
Qualitative indicators to measure the attainment of project objectives 

 

 
 

2:  Details of the Project 
 
2-1 Location 

 
2-2 Scope of the work 

 
Reasons for modification of scope (if any). 
(PMR) 
 

Components 
 

Original 
(proposed in the outline design) 

Actual 
 

1.   

Components 
 

Original* 
(proposed in the outline design) 

Actual* 
 

1.   
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

 
2-3 Implementation Schedule 

Items 
Original 

Actual (proposed in the 
outline design) 

(at the time of signing 
the Grant Agreement) 

    
    
    

 
Reasons for any changes of the schedule, and their effects on the project (if any) 
 
 

 
2-4 Obligations by the Recipient 

2-4-1 Progress of Specific Obligations 
See Attachment 2. 

 
2-4-2 Activities 

 See Attachment 3. 
 

2-4-3 Report on RD 
 See Attachment 11. 
 
2-5 Project Cost  
 

2-5-1 Cost borne by the Grant(Confidential until the Bidding) 
 

Components Cost 
(Million Yen) 

 Original 
(proposed in the outline design) 

Actual 
(in case of any  
modification) 

Original1),2) 

(proposed in 
the outline 

design) 

Actual 

 1.    
     
     

Total   
Note:  1) Date of estimation:  

2) Exchange rate: 1 US Dollar =   Yen 
 
2-5-2 Cost borne by the Recipient 

 
Components Cost 

(1,000 Taka) 
 Original 

(proposed in the outline design) 
Actual 

(in case of any  
modification) 

Original1),2) 

(proposed in 
the outline 

design) 

Actual 

 1.    
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

Note:  1) Date of estimation:  
2) Exchange rate: 1 US Dollar =  

 
Reasons for the remarkable gaps between the original and actual cost, and the countermeasures 
(if any) 
(PMR) 
 
 

 
2-6 Executing Agency 

- Organization’s role, financial position, capacity, cost recovery etc, 
- Organization Chart including the unit in charge of the implementation and number 

of employees. 
Original (at the time of outline design) 
name:  
role:  
financial situation:  
institutional and organizational arrangement (organogram):  
human resources (number and ability of staff):  
 
Actual (PMR) 
 
 
 

 
2-7 Environmental and Social Impacts 
- The results of environmental monitoring based on Attachment 5 (in accordance with Schedule 
4 of the Grant Agreement). 
 - The results of social monitoring based on in Attachment 5 (in accordance with Schedule 4 of 
the Grant Agreement). 
 - Disclosed information related to results of environmental and social monitoring to local 
stakeholders (whenever applicable). 
 
 

3: Operation and Maintenance (O&M)  
 
3-1 Physical Arrangement 

- Plan for O&M (number and skills of the staff in the responsible division or section, 
availability of manuals and guidelines, availability of spareparts, etc.) 
 

Original (at the time of outline design) 
 
 
Actual (PMR) 
 
 
 
3-2 Budgetary Arrangement 

- Required O&M cost and actual budget allocation for O&M  
 
Original (at the time of outline design) 
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Actual (PMR) 
 
 
 

4: Potential Risks and Mitigation Measures 
 

- Potential risks which may affect the project implementation, attainment of objectives, 
sustainability 

- Mitigation measures corresponding to the potential risks 
 
Assessment of Potential Risks (at the time of outline design) 

Potential Risks Assessment 
1. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low 

Impact: High/Moderate/Low 
Analysis of Probability and Impact: 
 
 
Mitigation Measures: 
 
 
Action required during the implementation stage: 
 
 
Contingency Plan (if applicable): 
 
 

2. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low 
Impact: High/Moderate/Low 
Analysis of Probability and Impact: 
 
 
Mitigation Measures: 
 
 
Action required during the implementation stage: 
 
 
Contingency Plan (if applicable): 
 
 

3. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low 
Impact: High/Moderate/Low 
Analysis of Probability and Impact: 
 
 
Mitigation Measures: 
 
 
Action required during the implementation stage: 
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PMR prepared on DD/MM/YY 

 
 

Contingency Plan (if applicable): 
 
 

Actual Situation and Countermeasures 
(PMR) 
 
 
 
 

5:  Evaluation and Monitoring Plan (after the work completion) 
 
5-1 Overall evaluation 
 
Please describe your overall evaluation on the project. 
 
 

 
5-2 Lessons Learnt and Recommendations 
Please raise any lessons learned from the project experience, which might be valuable for the 
future assistance or similar type of projects, as well as any recommendations, which might be 
beneficial for better realization of the project effect, impact and assurance of sustainability.  
 
 
 

 
5-3 Monitoring Plan of the Indicators for Post-Evaluation 
Please describe monitoring methods, section(s)/department(s) in charge of monitoring, 
frequency, the term to monitor the indicators stipulated in 1-3. 
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Attachment 
 
1． Project Location Map 
2． Specific obligations of the Recipient which will not be funded with the Grant 
3． Monthly Report submitted by the Consultant 
Appendix - Photocopy of Contractor’s Progress Report (if any) 

- Consultant Member List 
- Contractor’s Main Staff List 

4． Check list for the Contract (including Record of Amendment of the Contract/Agreement and 
Schedule of Payment) 

5． Environmental Monitoring Form / Social Monitoring Form 
6． Monitoring sheet on price of specified materials (Quarterly) 
7． Report on Proportion of Procurement (Recipient Country, Japan and Third Countries) (PMR 

(final )only) 
8． Pictures (by JPEG style by CD-R) (PMR (final)only) 
9． Equipment List (PMR (final )only) 
10. Drawing (PMR (final )only) 
11. Report on RD (After project) 
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Annex 7 Environmental Check List（環境社会配慮カテゴリB案件のみ） 
  

環境チェックリスト 

分類 環境項目 主なチェック事項 Yes: 
Y 

No: 
N 

具体的な環境社会配慮 
(Yes/Noの理由、根拠、緩和策等) 

1. 
許認可・説明 

(1) 
EIAおよび環境
許認可 

(a)  
環境アセスメント報

告書（EIAレポート）
等は作成済みか。 

N 本事業に係る環境影響調査書（EIAS）の要否は、
2022年 3月に ESSAPが仮環境影響調査書
（EIAp）を提出した後に環境省環境管理・天然資源
総局（DGCCARN）が判断する。EIASの提出が求
められた場合は、2022年 4月までに EIASを提出
し、同年 6月に DGCCARNから承認される予定 

  
EIAレポート等は当
該国政府により承

認されているか。 

N 同上 

(c)  
EIAレポート等の承
認は付帯条件を伴

うか。付帯条件があ

る場合は、その条件

は満たされるか。 

Y 上水道案件は原則として上下水道案件の一部とし

て進められるが、ERSSANの判断により、単独案件
として認められることがあり、その許認可手続きを上

記環境許認可とともに実施する予定 
水資源利用との関係によって、環境影響評価の承

認書（DIA）発行前にプロジェクト間接影響範囲での
水量および水質に鑑みた水の利用可能性について

確認審査が行われる。 
(d)  
上記以外に、必要

な場合には現地の

所管官庁からの環

境に関する許認可

は取得済みか。 

N 上記以外の許認可制度は存在しない。 

(2) 
現地ステークホ

ルダーへの説

明 

(a)  
プロジェクトの内容

および影響につい

て、情報公開を含

めて現地ステークホ

ルダーに適切な説

明を行い、理解を得

ているか。 

Y ステークホルダー会議（MOPC-DAPSAN主催
2021年 8月 18日開催）を開催し、事業実施に反対
意見はなかった。 

(b)  
住民等からのコメン

トを、プロジェクト内

容に反映させたか。 

Y 導水管布設地の利用許可について土地の所有者と

の合意書を交わす必要性を反映した。 

(3) 
代替案の検討 

  
プロジェクト計画の

複数の代替案は

（検討の際、環境・

社会に係る項目も

含めて）検討されて

いるか。 

Y 取水口候補地、取水管口径及び方式の比較分析を

行い、推奨される最適案を導き出し、また、事業を実

施しない案との比較分析を実施した上、事業実施の

優位性を確認した。 

2. 
汚染対策 

(1) 
大気質 

  
消毒用塩素の貯蔵

設備、注入設備か

Y 塩素ガスは、パラグアイが準拠している米国基準

（The Chlorine Institute）にもとづき運用する。漏洩
早期検出のためのガス漏洩検出器と警報器の設

置、漏洩の補修として緊急対応補修キットの導入等 
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らの塩素による大気

汚染はあるか。 
(b)  
作業環境における

塩素は当該国の労

働安全基準等と整

合するか。 

Y 塩素の取り扱いに係り、安全・緊急時対策として下

記対策を施す。 
-専用コンテナを用い漏洩の主な原因である切替時
の作業ミスの低減を図る。 
-電動チェーンホイストを設け安全搬入を確保する。 
-閉鎖された管理倉庫（換気扇付き）で運用する。 
-ポータブル塩素吸着材散布器を調達する。 
-防護服、MSAガスマスク、酸素ボンベを調達する。 

(c)  
その他 

Y パラグアイには石綿の取り扱いに対する技術基準ま

たは規制は存在しない。そのため、本事業では AC
管更新作業にあたり、発生する切断作業時には「水

道用 AC管の撤去作業等における石綿対策の手引
き（平成 17年度、厚生労働省）」に準拠した対策を
講じるものとする。 

(2) 
水質 

(a)  
施設稼働に伴って

発生する排水の

SS、BOD、COD、
pH等の項目は当
該国の排水基準等

と整合するか。 

Y 本事業で発生する排水は、数ヶ月に一回実施される

浄水施設の洗浄排水のみである。 
パラグアイの河川・湖沼・帯水層へ放流される排水

の基準は、旧環境庁令 222号「水域区分規範」第 7
条によって下表のとおり指定されている。 

項目 
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 
排水基準 

日本 
(一般排水基準) 

SS なし 
200mg/L (日間平均 
150mg/L) 

BOD 
50mg/L以
下 

160mg/L(日間平均 
120mg/L) 

COD なし 
160mg/L (日間平均 
120mg/L) 

pH 5 - 9 5.8 - 8.6 
ｱﾝﾓﾆｱ態

窒素 
5mg-N/L なし 

溶存鉄(排
水) 

15 mg/L以
下 

10mg/L以下 

溶存ﾏﾝｶﾞﾝ 1mg/L以下 10mg/L以下 

亜鉛 5mg/L以下 10mg/L以下 
銅 1mg/L以下 3mg/L以下 

鉛 
0.5mg/L以
下 

0.1mg/L以下 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 
0.2mg/L以
下 

0.03mg/L以下 

水銀 
0.01mg/L
以下 

0.005mg/L以下 

ﾋ素 
0.5mg/L以
下 

0.1mg/L以下 

ｾﾚﾝ 0.05mg/L 0.1mg/L以下 
施設稼働に伴い、上表のうち、日本の一般排水基準

がパラグアイの排水基準より厳しい項目では、設計

上その順守は確保されている。その他の項目では、

浄水施設の定期メンテナンス排水による水象への影

響を軽減するため、洗浄を頻繁に行い、一回ごとの

排水による負荷を抑制し、パラグアイの配水基準の

遵守に努める。 
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(3) 
廃棄物 

  
施設稼働に伴って

発生する汚泥等の

廃棄物は当該国の

規定に従って適切

に処理・処分される

か。 

N 処理施設から洗浄排水が生じるが、洗浄頻度を増

やすことによって浮遊物質による負荷軽減に努め、

流入河川への影響は最小化される見込み 
本件ではアスベスト管更新作業（切断作業）が含ま

れるが、パラグアイには基準がないため日本の基準

にそった安全対策が講じられる予定 

(4) 
騒音・振動 

  
ポンプ施設等から

の騒音・振動は当

該国の基準等と整

合するか。 

Y 騒音について、居住地域での重機稼働及び重機の

夜間（21:00〜06:00）運搬を回避する（許容音量
75dB以下）。また、居住地から 150m以上に位置す
る非居住地での操業は、80dB以下の許容音量が求
められている。本事業は居住地に存在しないこと、ま

た配水管網での夜間作業は実施しないことから、前

者基準は対象外となる。一方、ポンプ施設外での

80dB以下の音量は設計上確保されている。 
振動について、パラグアイ国の法規制による指定は

ない。 
(5) 
地盤沈下 

  
大量の地下水汲み

上げを行う場合、地

盤沈下が生じる恐

れがあるか。 

N 本事業では地下水の汲み上げは実施しないため、

該当しない。 

3． 
自然環境 

(1) 
保護区 

(a)  
サイトは当該国の法

律・国際条約等に

定められた保護区

内に立地するか。プ

ロジェクトが保護区

に影響を与えるか。 

N 事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地

域またはその周辺に該当せず、自然環境への望ま

しくない影響は最小限であると想定される。 

(2) 
生態系 

  
サイトは原生林、熱

帯の自然林、生態

学的に重要な生息

地（珊瑚礁、マング

ローブ湿地、干潟

等）を含むか。 

N 事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地

域またはその周辺に該当せず、自然環境への望ま

しくない影響は最小限であると想定される。 

(3) 
生態系 

  
サイトは当該国の法

律・国際条約等で

保護が必要とされる

貴重種の生息地を

含むか。 

N 事業対象地及びその近傍では貴重種等は確認され

ておらず生態系、生物相への影響は間接的で限定

的と想定される。 

(b)  
生態系への重大な

影響が懸念される

場合、生態系への

影響を減らす対策

はなされるか。 

N 同上 

(c)  
プロジェクトによる取

水（地表水、地下

水）が、河川等の水

域環境に影響を及

ぼすか。水生生物

等への影響を減ら

Y 渇水期でのパラグアイ川の水文状況への影響を軽

減するため、取水モンタリングを行い、取水量の適

正管理を行う。 
渇水期でのパラグアイ川の水文状況に鑑み、浄水

処理施設の定期メンテナンスの洗浄排水の流量管

理を徹底する。 
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す対策はなされる

か。 
浄水施設の定期メンテナンス排水による水象への影

響を軽減するため、洗浄を頻繁に行い、一回ごとの

排水による負荷を抑制する。 
(4) 
水象 

  
プロジェクトによる取

水（地下水、地表

水）が地表水、地下

水の流れに悪影響

を及ぼすか。 

Y 同上 

4． 
社会環境 

 

(1)  
住民移転 

  
プロジェクトの実施

に伴い非自発的住

民移転は生じるか。

生じる場合は、移転

による影響を最小

限とする努力がなさ

れるか。 

N 本事業では約 5,800㎡の用地取得を伴うが、非自発
的住民移転は生じない。用地取得対象地には居住

地、商業用地、農地等は存在しない。 

(b)  
移転する住民に対

し、移転前に補償・

生活再建対策に関

する適切な説明が

行われるか。 

Y 用地取得にあたっての補償は、市場価格を参考にし

「再取得価格」の概念に従い、市場調査から得られ

た鑑定価格に 1割増しした用地取得価格を設定、
不動産登記手続きにかかる手数料や税金等の支払

いは全てMOPCが負担することとなっており、この
条件のもと土地の所有者との合意形成が実施されて

いる。 
(c)  
住民移転のための

調査がなされ、再取

得価格による補償、

移転後の生活基盤

の回復を含む移転

計画が立てられる

か。 

Y パラグアイの関連法制度では、用地取得に対し「公

平な価格」の試算方法を適用し、土地の価値（市場

価格を参考）、建造物の価値、および土地利用によ

って生じる機会費用を含む補償が義務付けられて

おり、MOPC/ESSAPは、これによる移転計画を立
てている。 

(d)  
補償金の支払いは

移転前に行われる

か。 

Y 用地取得に対し、上記「公平な価格」によって、土地

所有者の移転前にその支払いを実施することが定

められている。 

(e)  
補償方針は文書で

策定されているか。 

Y 上記補償方針は、法 5889/15号によって定められ
ており、MOPC/ESSAPは、これに準ずるエンタイト
ルメント計画を立てている。 

(f)  
移転住民のうち特

に女性、子供、老

人、貧困層、少数民

族・先住民族等の

社会的弱者に適切

な配慮がなされた

計画か。 

Y 住民移転対象者には社会的弱者が存在しないこと

が確認されている。 

(g)  
移転住民について

移転前の合意は得

られるか。 

Y 同上、用地取得に関し、「再取得価格」の概念に従

い、土地の所有者との合意形成が実施されている。 

(h)  
住民移転を適切に

実施するための体

制は整えられるか。

Y 本事業の用地取得・住民移転に関する業務は

DAPSANが担う。MOPCが予算を具体化できるの
は 2022年 2月以降に予定される交換公文締結後と
なるため、本事業の場合、2022年度通常予算にお
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十分な実施能力と

予算措置が講じら

れるか。 

ける公共事業費の配分調整、もしくは補正予算にて

対処される予定である。実際の用地取得は入札図

書配布前となる。 
(i)  
移転による影響の

モニタリングが計画

されるか。 

Y 用地取得業務は DAPSANの任務とし、用地取得
補償費の予算化、用地取得交渉・手続きの進歩及

び支払い・地籍簿登記手続きに対し、ESSAP と分担
してモニタリング計画が立てられている。 

(j)  
苦情処理の仕組み

が構築されている

か。 

Y 不動産所有者は、上記「公平な価格」に対し異議の

申し立てをMOPCへ提出し、再鑑定を申請すること
ができる。これに対し、MOPCは、異議の申し立てを
受理してから 10日以内に対応しなければならない。 

(2)  
生活生計 

(a)  
プロジェクトにより住

民の生活に対し悪

影響が生じるか。必

要な場合は影響を

緩和する配慮が行

われる。 

N 本事業による雇用や地域経済への負の影響は想定

されない。本事業によって失業する市民、また現在

の生活・生計への影響は想定されておらず、水道料

金について、ESSAPは現行料金の維持によってサ
ービスを提供することを検討している。 

(b)  
プロジェクトによる取

水(地表水、地下水)
が、既存の水利用、

水域利用に影響を

及ぼすか。 

N 本事業対象地では、水利用、水域利用は確認され

ていない。 

(3) 
文化遺産 

(a)  
プロジェクトにより、

考古学的、歴史的、

文化的、宗教的に

貴重な遺産、史跡

等を損なう恐れはあ

るか。また、当該国

の国内法上定めら

れた措置が考慮さ

れるか。 

N 本事業対象地では、考古学的、歴史的、文化的、宗

教的に貴重な遺産、史跡の存在は確認されていな

い。 

(4) 
景観 

(a)  
特に配慮すべき景

観が存在する場

合、それに対し悪影

響を及ぼすか。影

響がある場合には

必要な対策は取ら

れるか。 

N 浄水処理施設（取水塔、浄水処理施設、貯水施設

等）は、地上に建設されるが、都市部及び周辺の景

観への影響を及ぼさない。 

(5) 
少数民族、先住

民族 

(a)  
当該国の少数民

族、先住民族の文

化、生活様式への

影響を軽減する配

慮がなされている

か。 

Y 事業対象地及びその周辺に、少数民族・先住民族

は存在しない。 

(b)  
少数民族、先住民

族の土地及び資源

に関する諸権利は

尊重されるか。 

Y 同上 
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(6)  
労働環境 

(a)  
プロジェクトにおい

て遵守すべき当該

国の労働環境に関

する法律が守られる

か。 

Y パラグアイの労働環境での騒音基準の遵守、建設

作業員の労働環境に配慮する。 

(b)  
労働災害防止に係

る安全設備の設

置、有害物質の管

理等、プロジェクト

関係者へのハード

面での安全配慮が

措置されているか。 

Y 浄水施設での塩素の取り扱いに係り、安全・緊急時

対策として下記対策を施す。 
-専用コンテナを用い漏洩の主な原因である切替時
の作業ミスの低減を図る。 
-電動チェーンホイストを設け安全搬入を確保する。 
-閉鎖された管理倉庫（換気扇付き）で運用する。 
-ポータブル塩素吸着材散布器を調達する。 
-防護服、MSAガスマスク、酸素ボンベを調達する。 
一方、配水管網での AC管更新作業にあたり、既存
管の撤去は原則実施しないが、発生する切断作業

時には「水道用 AC管の撤去作業等における石綿
対策の手引き（平成 17年度、厚生労働省）」に準拠
した安全対策を講じるものとする。 

(c)  
安全衛生計画の策

定や作業員等に対

する安全教育(交通
安全や公衆衛生を

含む)の実施等、プ
ロジェクト関係者へ

のソフト面での対応

が計画・実施される

か。 

Y 上記労働災害防止のための安全教育（工事段階中

の施工業者への教育及び供用段階のための

ESSAP作業員へのソフトコンポーネントとしての教
育）を実施する予定である。 

(d)  
プロジェクトに関係

する警備要員が、

プロジェクト関係者・

地域住民の安全を

侵害することのない

よう、適切な措置が

講じられるか。 

N プロジェクトに関係する警備要員によるプロジェクト

関係者・地域住民の安全に侵害する行為は想定さ

れていない。 

5． 
その他 

（1） 
工事中の影響 

  
工事中の汚染(騒
音、振動、濁水、粉

じん、排ガス、廃棄

物等)に対して緩和
策が用意されている

か。 

Y 騒音・振動：周辺には居住地がないため、各施設建

設現場にて発生する騒音・振動の影響は顕著でな

い。車両及び重機の事前整備及び維持管理を行

い、許容音量（75dB以下）の超過防止に努める。エ
ンジン、ブレ−キ、ベアリング等の不具合や摩耗によ
る騒音を発生する車両の運転を禁止する。また、不

均一荷重あるいは荷物の不安定運搬を禁止する。

更に、病院、老人介護施設、教育機関、図書館、教

会、公園等の周辺での操業の場合、騒音基準（日

中：45dB以下、夜間：35dB以下）を遵守する。 
濁水：乾季での取水施設建設の土木工事によって、

特に河岸部の土壌流出を抑制し、水質汚濁を軽減

する。 
粉じん：車両及び重機の通行において、特に粉塵の

飛散防止のため、道路の散水を行う。また、特に乾

燥した土地では、粉塵の飛散防止のため、速度制

限を設け、遵守する。 
排ガス：特に交通ピ−ク時の輸送用トラックの渋滞地
点回避に努め、大気汚染物質の排出を軽減し、周
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辺住民への影響を最低限に抑える。また、車両及び

重機の定期点検を行い、排気ガスによる大気汚染

防止に努める。 
廃棄物：工事中に発生する廃棄物の適切処分を確

保する。工事現場での廃棄物のオ−プンダンピン
グ、野焼き、または不適切な処理・処分を避ける。建

設廃材は特別管理廃棄物管理資格を有する業者に

よって収集・処理・処分を行う。 
(b)  
工事により自然環

境(生態系)に悪影
響を及ぼすか。ま

た、影響に対する緩

和策が用意されて

いるか。 

N 事業対象地に希少な動植物は調査では確認されて

おらず、存在する可能性が低いことから、生態系及

び自然生息地への影響は想定されない。 

(c)  
工事により社会環

境に悪影響を及ぼ

すか。また、影響に

対する緩和策が用

意されるか。 

N 取水施設、導水管、浄水施設および送・配水管布設

予定地および既存配水池建設の用地取得が生じ

る。非自発的住民移転は生じない。対象地では構造

物は存在しなく、土地利用されていない。 

(d)  
工事による道路渋

滞は発生するか、ま

た影響に対する緩

和策が用意される

か。 

Y 特に交通ピ−ク時の輸送用トラックの渋滞地点回避
に努め、大気汚染物質の排出を軽減し、周辺住民

への影響を最低限に抑える。 

（2） 
モニタリング 

(a)  
上記の環境項目の

うち、影響が考えら

れる項目に対して、

事業者のモニタリン

グが計画・実施され

るか。 

Y 表 1.4.1「モニタリング計画」、表 1.4.2「実施体制」に
表示のとおり実施される予定である。 

(b)  
当該計画の項目、

方法、頻度等はど

のように定められて

いるか。 

Y 表 1.4.4「環境モニタリングフォーム（工事段階」及び
表 1.4.5「環境モニタリングフォーム（供用段階）」に
示すとおり、モニタリング項目、測定場所、頻度が定

められている。 

(c)  
事業者のモニタリン

グ体制(組織、人
員、機材、予算等と

それらの継続性)は
確立されるか。 

Y 表 1.4.1「モニタリング計画」及び表 1.4.2「実施体制」
に示すとおり、モニタリング体制が確立されている。 

(d)  
事業者から所管官

庁等への報告の方

法、頻度等は規定

されているか。 

Y 表 1.4.1「モニタリング計画」に示すとおり項目ごとの
監督機関が定められている。 

6． 
留意点 

（1） 
他の環境チェッ

クリストの参照 

a) 

必要な場合は、ダ

ム、河川に係るチェ

ックリストの該当チェ

Y 環境チェックリスト:11.河川・砂防を参照 
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ック事項も追加して

評価すること。 
（2） 
環境チェックリス

ト使用上の注意 

(a)  
必要な場合には、

越境または地球規

模の環境問題への

影響も確認する(廃
棄物の越境処理、

酸性雨、オゾン層破

壊、地球温暖化の

問題に係る要が考

えられる場合等)。 

N 本事業では、越境または地球規模の環境問題への

影響は想定されない。 
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Annex8 Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan 
 
1．環境管理計画 

上記影響評価に基づき、工事中及び供用時の負の影響を除去相殺、削減するための緩和策、

モニタリング及び制度の強化に対し以下にまとめる。 

 

２． 緩和策 

本プロジェクトにおける緩和策を、表1に示す。 

表1 緩和策 

No. 項目 緩和策 実施機関 監督機関 費用 
【工事中】 

1 大気汚染 
（粉塵） 

パラグアイには石綿の取り扱いに対する技術基準または規制は

存在しない。そのため、本事業では石綿障害の予防に努め、工

事請負御業者へAC管の埋設状況等を通知するとともに、石綿

粉塵の発散防止し、または抑制する方法及び労働者への石綿

粉塵の曝露を防止する方法について指導しなければならない。

また、AC管の切断等の作業を行うときは、労働者に呼吸用保護

具及び作業衣を使用するような指導を行う。更に、AC管の撤去

に当たっては、原則としてAC管の切断等は避け、継手部で取り

外すことを基本とする。やむを得ず、AC管の切断等を行う場合

には、管に水をかけるなど湿潤状態にして石綿粉塵の発散防止

に努める。一方、撤去されたAC管は有害廃棄物の処理・処分方

法によって対応する。 
車両及び重機の通行において、特に粉塵の飛散防止のため、

道路の散水を行う。また、特に乾燥した土地では、粉塵の飛散防

止のため、速度制限を設け、遵守する。 
粉塵飛散防止のため、建設骨材をカバ−する。あるいは、散水に

よって飛散防止の措置をとる。 
作業現場に廃材置き場を設置し、廃材の散乱による粉塵の飛散

防止に努める。 
粉塵飛散防止を最低限に抑制するための作業員の啓発活動を

実施する。 
現場の清掃を行い粉塵の飛散防止に努める。 

工事請負

業者 
MOPC 
 

− 

2 大気汚染 
（排気ガス） 

特に交通ピ−ク時の輸送用トラックの渋滞地点回避に努め、大気

汚染物質の排出を軽減し、周辺住民への影響を最低限に抑え

る。 
車両及び重機の定期点検を行い、排気ガスによる大気汚染防

止に努める。 
車両及び重機のアイドリング防止に努める。 
廃液・廃棄物の野焼きを禁じ、大気汚染防止及び植生喪失防止

に努める。 

工事請負

業者 
MOPC − 

3 水質 
（土壌流

出） 

乾季での取水施設建設の土木工事によって、特に河岸部の土

壌流出を抑制し、水質汚濁を軽減する。 
工事請負

業者 
MOPC − 

4 廃棄物 工事中に発生する廃棄物の適切処分を確保する。工事現場で

の廃棄物のオ−プンダンピング、野焼き、または不適切な処理・

処分を避ける。建設廃材は特別管理廃棄物管理資格を有する

業者によって収集・処理・処分を行う。 
資源の再利用及びリサイクルに鑑みた作業員の啓発活動を行

い、建設廃材の最小化及び再利用に努める。 

工事請負

業者 
MOPC − 

5 土壌汚染 専用の容器を整備するなど適切な作業手法を導入し、燃料、油

脂類、塗料、下水等の漏洩防止に努める。 
工事現場用の移動式トイレを設置し、適切な処理・最終処分を

行う。 

工事請負

業者 
MOPC − 
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No. 項目 緩和策 実施機関 監督機関 費用 
6 騒音・振動 車両及び重機の事前整備及び維持管理を行い、許容音量

（75dB以下）の超過防止に努める。エンジン、ブレ−キ、ベアリン

グ等の不具合や摩耗による騒音を発生する車両の運転を禁止

する。また、不均一荷重あるいは荷物の不安定運搬を禁止す

る。 
居住地域での重機稼働及び重機の夜間（21:00〜06:00）運搬を

回避する。居住地から150m以上に位置する非居住地での操業

は、80dB以下で行う。また、当該自治体の条例による基準を遵

守する。 
病院、老人介護施設、教育機関、図書館、教会、公園等の周辺

での操業の場合、騒音基準（日中：45dB以下、夜間：35dB以下）

を遵守する。さらに、振動防止のため、同地域での車両及び重

機の通行を控える。 

工事請負

業者 
MOPC − 

7 地盤沈下 地盤調査を実施し土壌の性質、含水量、締固めエネルギ−の試

算を行い、土地の生物物理化学的環境への異変を及ばない条

件での土の締固め作業を行う。 
車両・重機の通行、施設の整備等の対象とならない場所では、

土の締固め作業を実施しない。土の締固めの影響を受ける区画

は、資機材の置き場、工事中に必要な道路及び建設材料の臨

時的な置き場に限る。 

工事請負

業者 
MOPC − 

8 悪臭 工事現場用の移動式トイレを設置し、適切な一時保管システム

の導入、処理・最終処分を行う。 
工事請負

業者 
MOPC − 

9 底質 乾季での取水施設建設の土木工事によって、河岸部の土壌流

出を抑制し、河底での土砂堆積を軽減する。 
工事請負

業者 
MOPC − 

10 水象 専用の容器を整備するなど適切な作業手法を導入し、燃料、油

脂類、塗料、下水等の漏洩防止に努める。 
工事現場用の移動式トイレを設置し、適切な処理・最終処分を

行う。 

工事請負

業者 
MOPC − 

11 地形、地質 ベルデ川河口域での取水施設工事での川道変化を発生しない

ような施行法を用いる。 
工事請負

業者 
MOPC − 

12 用地取得 
・住民移転 

取水施設、導水管、浄水施設及び送・配水管布設予定地（既存

配水池接続箇所）の建設の用地取得につき、住民の移転が発

生しない地域を選定する。 

DAPSAN ESSAP/ 
DAPSAN 

− 

13 水利用 配水管の取り替え工事を計画的に実施し、水道供給の一時中

断時間の短縮に努める。 
工事請負

業者 
MOPC − 

14 既存の社

会インフラ

や社会サ−
ビス 

配水網エリアの公共サ−ビスのインベントリ−を実施し、工事計画

の参考とする。公共サ−ビス提供機関へインフラ整備状況のマッ

プを依頼し、道路網に付随する公共サ−ビスのインフラ整備情報

（通学路の安全確保を含む）を整理する。インベントリ−マップに

よって、本プロジェクトの阻害要因を把握する。 
特に交通ピ−ク時の輸送用トラックの渋滞地点回避に努め、交通

渋滞を軽減する。 
配水管の取り替え工事を計画的に実施し、現場周辺の交通渋

滞の長期化を抑制する。 

工事請負

業者 
MOPC − 

15 HIV/AIDS
等の感染

症 

大規模な工事は想定されないが、工事作業員の流入により、感

染症が広がる可能性が考えられる。特にCOVID-19感染の終息

を迎えていない状況であれば、作業員のワクチン接触確認、体

調管理確認、感染者との濃厚接触確認システムを導入する。 

工事請負

業者 
MOPC − 

16 労働環境

（労働安全

を含む） 

職場までの行き帰りの事故、作業現場（取水施設地、導水管布

設地、浄水施設地予定地、配水管網、建設資機材輸送ル−ト）で

の労災管理を徹底し、建設作業員に対し、安全な労働環境作り

に努める。 
AC管更新作業にあたり、既存管の撤去は原則実施しないが、

発生する切断作業時には「水道用AC管の撤去作業等における

工事請負

業者 
MOPC − 
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No. 項目 緩和策 実施機関 監督機関 費用 
石綿対策の手引き（平成17年度、厚生労働省）」に準拠した安全

対策を講じるものとする。 
17 事故 職場までの行き帰りの事故、作業現場（取水施設地、導水管布

設地、浄水施設地予定地、配水管網、建設資機材輸送ル−ト）で

の労災管理を徹底し、建設作業員に対し、安全な労働環境作り

に努める。 
汚染物質の漏洩事故が発生した場合、直ちに所轄監督機関へ

報告し、被害の拡散防止または、被害の除去措置をとる。 
職場までの行き帰りの事故に対し労災保険への加入を確保す

る。 

工事請負

業者 
MOPC − 

【供用中】 
1 大気質 数年に1度の配水管の補修工事を計画的に実施し、粉塵飛散の

軽減に努める。 
ESSAP ESSAP − 

2 水質 浄水処理施設から洗浄排水が生じるが、洗浄頻度を増やすこと

によって浮遊物質による負荷軽減に努め、流入河川への影響は

最小化される。 

ESSAP ESSAP − 

3 廃棄物 システムの統合的廃棄物管理計画を策定する。 
資源・原料・消耗品の有効利用における作業員の随時啓発活動

を行い、廃棄物の減量に努める。 
操業上で発生する廃棄物の一時保管用のコンテナを整備し、そ

の処理・処分の利便性を図るとともに、廃棄物及び排水の処理・

処分への指導・監督を随時行う。 
施設の定期的・適切な清掃を実施する。 
廃棄物の定期収集サ−ビスを採用する。 

ESSAP ESSAP − 

4 土壌汚染 車両及び重機の定期メンテナンスによって鉱油・油脂類の漏洩

事故防止に努める。 
ESSAP ESSAP − 

5 騒音・振動 車両及び重機の事前整備及び維持管理を行い、許容音量

（75dB以下）の超過防止に努める。エンジン、ブレ−キ、ベアリン

グ等の不具合や摩耗による騒音を発生する車両の運転を禁止

する。また、不均一荷重あるいは荷物の不安定運搬を禁止す

る。 
居住地域での重機稼働及び重機の夜間（21:00〜06:00）運搬を

回避する。居住地から150m以上に位置する非居住地での操業

は、80dB以下で行う。また、当該自治体の条例による基準を遵

守する。 
病院、老人介護施設、教育機関、図書館、教会、公園等の周辺

での操業の場合、騒音基準（日中：45dB以下、夜間：35dB以下）

を遵守する。さらに、振動防止のため、同地域での車両及び重

機の通行を回避する。 
施設及びシステムのポンプ類の良好状態を保ち、騒音による周

辺住民への迷惑を避ける。 

ESSAP ESSAP − 

6 地盤沈下 配水管の適正施工によって地盤の沈下防止に努める。 ESSAP ESSAP − 
7 底質 浄水施設の定期メンテナンス排水の放流前に個液分離を行い、

浮遊物質の河底への沈降防止に努める。 
ESSAP ESSAP − 

8 水象 渇水期でのパラグアイ川の水文状況への影響を軽減するため、

取水モンタリングを行い、取水量の適正管理を行う。 
渇水期でのパラグアイ川の水文状況に鑑み、浄水処理施設の

定期メンテナンスの洗浄排水の流量管理を徹底する。 
処理施設から洗浄排水が生じるが、洗浄頻度を増やすことによ

って浮遊物質による負荷軽減に努め、流入河川への影響は最

小化される。 

ESSAP ESSAP − 

9 地形、地質 数年に1度の配水管補修工事では、地形修復を図って完工す

る。 
ESSAP ESSAP − 

10 既存の社 配水網エリアの公共サ−ビスのインベントリ−を実施し、補修作業 ESSAP ESSAP − 
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No. 項目 緩和策 実施機関 監督機関 費用 
会インフラ

や社会サ−
ビス 

の参考とする。公共サ−ビス提供機関へインフラ整備状況のマッ

プを依頼し、道路網に付随する公共サ−ビスのインフラ整備情報

を整理する。インベントリ−マップによって、本プロジェクトの阻害

要因を把握する。 
配水網での維持管理・工事の際、交通システムへの影響を及ぼ

す場合、交通管理機関、所轄自治体及びMOPCと調整する。 
11 労働環境

（労働安全

を含む） 

数年に1度の配水管補修工事における作業員の労災管理を徹

底し、安全な労働環境作りに努める。 
ESSAP ESSAP − 

12 事故 配水システム維持管理、水道メ−タ−設置に従事する作業員の啓

発活動を行い、これら作業の事故防止に努める。 
機材の管理を徹底し、生物物理科学的影響を及ぼす物質の漏

洩防止に努める。 
ポンプステ−ション、配水網、浄水施設の定期点検システムを導

入し、漏水ないし効率低下を防止する。 
水理施設（配管、アクセサリ−等）の技術仕様、施工規格の遵守

に努める。 
システムへの亀裂・破壊が発生した場合、直ちに監督機関へ報

告し、被害の拡散防止、被害の修復を実施する。 
修理工事では、作業現場を囲い、第三者の立ち入りを監視し、

人及び資機材への被害を防止する。 
事故防止のため、工事現場の周囲に標識を設置する。 
汚染物質の漏洩または河川への流出事故が発生した場合に

は、直ちに監督機関へ報告し、汚染の拡散防止または修復措置

を行う。 

ESSAP ESSAP − 

 
 
3 モニタリング計画 

環境管理計画およびモニタリング計画を表2に列挙する。 

 

表2 モニタリング計画ｊ 

環境項目 項目 地点 頻度 責任機関 監督機関 費用 
【工事中】 
大気質 粉塵 建設現場､配水管網 毎日 工事請負業者 MADES -*1 
大気質 排気ｶﾞｽ 建設資機材の供給ﾙ−ﾄ､

建設現場､配水管網 
車両､重機の点

検周期 
工事請負業者 MADES -*1 

水質 土壌流出 取水施設予定地 毎日 工事請負業者 MADES -*1 
廃棄物 建設廃材 建設現場 毎日 工事請負業者 MADES -*1 
土壌汚染 鉱油･油脂類 建設現場､建設資機材

の供給ﾙ−ﾄ 
車両､重機の点

検周期 
工事請負業者 MADES -*1 

土壌汚染 下水 建設現場 毎日 工事請負業者 MADES -*1 
騒音･振動 運搬､土木工

事 
建設現場､建設資機材

の供給ﾙ−ﾄ 
車両､重機の点

検周期 
工事請負業者 MADES -*1 

地盤沈下 地盤調査 建設現場 毎日 工事請負業者 MOPC -*1 
       
悪臭 下水 建設現場 毎日 工事請負業者 ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*1 

底質 土壌流出 取水施設予定地 毎日 工事請負業者 MADES -*1 
水象 鉱油･油脂

類､下水 
取水施設予定地 毎日 工事請負業者 MADES -*1 

地形､地質 川道変化 ﾍﾞﾙﾃﾞ川河口域 毎日 工事請負業者 MADES -*1 
用地取得･住

民移転 
住民移転 建設現場 工事前 ESSAP 

DAPSAN 
MADES -*1 

水利用 断水 配水管網 毎日 工事請負業者 ERSSAN -*1 
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環境項目 項目 地点 頻度 責任機関 監督機関 費用 
既存の社会ｲ

ﾝﾌﾗや社会ｻ

−ﾋﾞｽ 

交通渋滞 配水管網 毎日 工事請負業者 MOPC -*1 

HIV/AIDS
等の感染症 

COVID-19
感染 

建設現場､建設資機材

の供給ﾙ−ﾄ､配水管網 
毎日 工事請負業者 保健社会

福祉省

(MSPBS) 

-*1 

労働環境(労
働安全を含

む) 

労災 建設現場､建設資機材

の供給ﾙ−ﾄ､配水管網 
毎日 工事請負業者 労働雇用

社会福祉

省

(MTESS) 

-*1 

事故 労災 建設現場､建設資機材

の供給ﾙ−ﾄ､配水管網 
毎日 工事請負業者 MOPC -*1 

事故 漏洩事故 建設現場､建設資機材

の供給ﾙ−ﾄ 
毎日 工事請負業者 MADES -*1 

配水管網 ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*1 

【供用時】 
大気質 粉塵 配水管網 補修工事中 

（数年に1度） 
ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

水質 原水 取水地点 毎日 ESSAP ERSSAN USD 
250 

水質 浄水 浄水施設 毎日 ESSAP ERSSAN USD 
250 

水質 配水 配水池 毎日 ESSAP ERSSAN USD 
2,500 

水質 洗浄排水 浄水施設 毎日 ESSAP MADES -*2 
廃棄物 一般廃棄物 施設全体 毎日 ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

土壌汚染 鉱油･油脂類 配水管網 補修工事中 
（数年に1度） 

ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

騒音･振動 路上での騒

音･振動 
配水管網 補修工事中 

（数年に1度） 
ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

地盤沈下 沈下防止 配水管網 補修工事中 
（数年に1度） 

ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

底質 浮遊物質 浄水施設 毎日 ESSAP MADES -*2 
水象 水文 取水地点 毎日 ESSAP MADES -*2 
水象 洗浄排水 浄水施設 毎日 ESSAP MADES -*2 
地形､地質 地形修復 配水管網 補修工事中 ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

既存の社会ｲ

ﾝﾌﾗや社会ｻ

−ﾋﾞｽ 

交通･通行妨

害 
配水管網 補修工事中 

（数年に1度） 
ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

労働環境(労
働安全を含

む) 

労災 配水管網 補修工事中 
（数年に1度） 

ESSAP MTESS -*2 

事故 労災 配水管網 補修工事中 
（数年に1度） 

ESSAP MTESS -*2 

事故 漏水 配水管網 補修工事中 
（数年に1度） 

ESSAP ﾋﾞｼﾞｬ･ｱｼﾞ

ｪｽ市 
-*2 

*1）建設費における現場管理費等に含まれる。 
*2）ﾋﾞｼﾞｬ・ｱｼﾞｬｽ市運営維持管理費に含まれる。 

 

4 実施体制 
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上記モニタリング計画に対する実施体制は、表3のとおりである。本事業では、下表に列挙す

るとおり、工事中は施工業者が建設現場及び建設資機材の供給ル−トでの大気汚染、水質汚

濁、廃棄物、騒音等について、MADES、MOPC、ERSSANやビジャ・アジェス市の監督下、

供用時はESSAPが水質汚濁、廃棄物、騒音等について、MADES、ERSSANやビジャ・アジェ

ス市の監督下でモニタリングを実施する。 

表3 実施体制 

責任機関 地点 モニタリング項目（監督機関） 
【工事中】 
工事請負業者 建設現場 大気質：粉塵、排気ガス（MADES） 

廃棄物：建設廃材（MADES） 
土壌汚染：鉱油・油脂類、下水（MADES） 
騒音・振動：運搬、土木工事（MADES） 
地盤沈下：地盤調査（MOPC） 
悪臭：下水（ビジャ・アジェス市） 
HIV/AIDS等の感染症：COVID-19感染（MSPBS） 
労働環境/事故：労災（MTESS） 
事故：漏洩事故（MADES） 

配水管網 大気質：粉塵、排気ガス（MADES） 
水利用：断水（ERSSAN） 
既存の社会インフラや社会サ−ビス： 
HIV/AIDS等の感染症：COVID-19感染（MSPBS） 
労働環境/事故：労災（MTESS） 
事故：漏洩事故（ビジャ・アジェス市） 

建設資機材の供給ル−
ト 

大気質：排気ガス（MADES） 
土壌汚染：鉱油・油脂類（MADES） 
騒音・振動：運搬、土木工事（MADES） 
HIV/AIDS等の感染症：COVID-19感染（MSPBS） 
労働環境/事故：労災（MTESS） 
事故：漏洩事故（MADES） 

取水施設予定地 水質：土壌流出（MADES） 
底質：土壌流出（MADES） 
水象：鉱油・油脂類、下水（MADES） 

ベルデ川河口域 地形、地質：川道変化（MADES） 
ESSAP DAPSAN 建設現場 用地取得・住民移転 
【供用時】 
ESSAP 取水地点 水質：原水（ERSSAN） 

水象：水文（MADES） 
浄水施設 水質：浄水（ERSSAN） 

水質：洗浄排水（MADES） 
廃棄物：一般廃棄物（ビジャ・アジェス市） 
底質：浮遊物質（MADES） 

配水池 水質：配水（ERSSAN） 
配水管網 大気質：粉塵（ビジャ・アジェス市） 

土壌汚染：鉱油・油脂類（ビジャ・アジェス市） 
騒音・振動：路上での騒音・振動（ビジャ・アジェス市） 
地盤沈下：沈下防止（ビジャ・アジェス市） 
地形、地質：地形修復（ビジャ・アジェス市） 
既存の社会インフラや社会サ−ビス：交通・通行妨害（ビジャ・アジェス市） 
労働環境/事故：労災（MTESS） 
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Anexo 9 Environmental and Social Monitoring Form 
 
 

環境モニタリングフォ−ム（工事段階） 
【 1.許認可・住民説明 】 

モニタリング項

目 
報告期間中の状況 

EIA及び環境

許認可 
環境影響評価の承認書（DIA）とともに認証される環境管理計画項目のうち、工事段階に遵守する項目

の状況： 

地域住民への

説明 
環境許認可プロセスによって実施される公聴会（あるいは実施されない場合、MOPC/ESSAP共催で開

催されるステークホルダー会議）での要求事項（工事段階に該当する項目）への対応状況： 

【2.汚染対策】 水質（排水測定値および周辺水域環境測定値） 

項目 測定値 
(平均値) 

測定値  
(最大値) 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ

値 現地基準 参照した 国際的基準 備考(測定場所､

頻度､方 法等) 

pH(排水)   6.4 – 8.0 5 - 9 5.8 - 8.6 
日本(一般排水基準) 浄水場 

pH(環境)   6.6 – 8.5 6 - 9 6.5 – 8.5 
日本(環境基準河川A) 

取水候補地 
1時間ごと 

ｱﾝﾓﾆｱ態窒

素(排水)   0.01 – 1.03 
mg-N/L 

5 mg-N/L 
以下 N/A 浄水場 

ｱﾝﾓﾆｱ態窒

素(環境)   0.02 – 0.18 
mg-N/L 

0.02 mg-
N/L 
以下 

N/A 取水候補地 

溶存鉄(排
水)   

検出限界

以下 – 0.4 
mg/L 

15 mg/L 
以下 

10 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

溶存鉄(環
境)   0.11 – 2.35 

mg/L 
0.3 mg/L 

以下 

1 mg/L以下 
米National Recommended 
Water Quality Criteria 
CCC 

取水候補地 

溶存ﾏﾝｶﾞﾝ

(排水)   検出限界

以下 
1 mg/L 

以下 
10 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

溶存ﾏﾝｶﾞﾝ

(環境)   検出限界

以下 
0.1 mg/L 

以下 N/A 取水候補地 

亜鉛(排水)   検出限界

以下 
5 mg/L 

以下 
10 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

亜鉛(環境)   検出限界

以下 
3 mg/L 

以下 
0.03 mg/L以下 
日本(環境基準河川A) 取水候補地 

銅(排水)   N/A 1 mg/L 
以下 

3 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

銅(環境)   N/A 1 mg/L以

下 N/A 取水候補地 

鉛(排水)   N/A 0.5 mg/L 
以下 

0.1 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

鉛(環境)   N/A 0.01 mg/L 
以下 

0.0025 mg/L以下 
米National Recommended 
Water Quality Criteria 
CCC 

取水候補地 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(排
水)   N/A 0.2 mg/L 

以下 
0.03 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(環
境)   N/A 

0.001 
mg/L 
以下 

0.00072 mg/L以下 
米National Recommended 
Water Quality Criteria 
CCC 

取水候補地 

水銀(排水)   N/A 0.01 mg/L 
以下 

0.005 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

水銀(環境)   N/A なし 0.00077 mg/L以下 取水候補地 
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項目 測定値 
(平均値) 

測定値  
(最大値) 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ

値 現地基準 参照した 国際的基準 備考(測定場所､

頻度､方 法等) 
米National Recommended 
Water Quality Criteria 
CCC 

ﾋ素(排水)   N/A 0.5 mg/L 
以下 

0.1 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

ﾋ素(環境)   N/A 0.01 mg/L 
以下 

0.15 mg/L以下 
米National Recommended 
Water Quality Criteria 
CCC 

取水候補地 

ｾﾚﾝ(排水)   N/A 0.05 mg/L 
以下 

0.1 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

ｾﾚﾝ(環境)   N/A 0.01 mg/L
以下 N/A 取水候補地 

BOD(排水)   N/A 50 mg/L 
以下 

160 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

BOD(環境)   N/A 5 mg/L 
以下 

2 mg/L以下 
日本(環境基準河川A) 取水候補地 
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環境モニタリングフォ−ム（供用段階） 
【 1.許認可・住民説明 】 

モニタリング項目 報告期間中の状況 
EIA及び環境許認可 環境影響評価の承認書（DIA）とともに認証される環境管理計画項目のうち、供用段階

に遵守する項目の状況： 
地域住民への説明 環境許認可プロセスによって実施される公聴会（あるいは実施されない場合、

MOPC/ESSAP共催で開催されるステークホルダー会議）での要求事項（供用段階に

該当する項目）への対応状況： 

【 2.汚染対策】 水質（排水測定値および周辺水域環境測定値） 

項目 測定値 
(平均値) 

測定値 
(最大値) 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ

値 現地基準 参照した 国際的基準 備考(測定場所､

頻度､方 法等) 

pH(排水)   6.4 – 8.0 5 - 9 5.8 - 8.6 
日本(一般排水基準) 浄水場 

pH(環境)   6.6 – 8.5 6 - 9 6.5 – 8.5 
日本(環境基準河川A) 

取水候補地 
1時間ごと 

ｱﾝﾓﾆｱ態窒

素(排水)   
0.01 – 

1.03 mg-
N/L 

5 mg-N/L 
以下 N/A 浄水場 

ｱﾝﾓﾆｱ態窒

素(環境)   
0.02 – 

0.18 mg-
N/L 

0.02 mg-N/L 
以下 N/A 取水候補地 

溶存鉄(排
水)   

検出限界

以下 – 0.4 
mg/L 

15 mg/L 
以下 

10 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

溶存鉄(環
境)   

0.11 – 
2.35 

mg/L 

0.3 mg/L 
以下 

1 mg/L以下 
米National 
Recommended Water 
Quality Criteria CCC 

取水候補地 

溶存ﾏﾝｶﾞﾝ

(排水)   検出限界

以下 
1 mg/L 

以下 
10 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

溶存ﾏﾝｶﾞﾝ

(環境)   検出限界

以下 
0.1 mg/L 

以下 N/A 取水候補地 

亜鉛(排水)   検出限界

以下 
5 mg/L 

以下 
10 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

亜鉛(環境)   検出限界

以下 
3 mg/L 

以下 
0.03 mg/L以下 
日本(環境基準河川A) 取水候補地 

銅(排水)   N/A 1 mg/L 
以下 

3 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

銅(環境)   N/A 1 mg/L以下 N/A 取水候補地 

鉛(排水)   N/A 0.5 mg/L 
以下 

0.1 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

鉛(環境)   N/A 0.01 mg/L 
以下 

0.0025 mg/L以下 
米National 
Recommended Water 
Quality Criteria CCC 

取水候補地 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(排
水)   N/A 0.2 mg/L 

以下 
0.03 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(環
境)   N/A 0.001 mg/L 

以下 

0.00072 mg/L以下 
米National 
Recommended Water 
Quality Criteria CCC 
 

取水候補地 

水銀(排水)   N/A 0.01 mg/L 
以下 

0.005 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

水銀(環境)   N/A なし 

0.00077 mg/L以下 
米National 
Recommended Water 
Quality Criteria CCC 

取水候補地 
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項目 測定値 
(平均値) 

測定値 
(最大値) 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ

値 現地基準 参照した 国際的基準 備考(測定場所､

頻度､方 法等) 

ﾋ素(排水)   N/A 0.5 mg/L 
以下 

0.1 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

ﾋ素(環境)   N/A 0.01 mg/L 
以下 

0.15 mg/L以下 
米National 
Recommended Water 
Quality Criteria CCC 

取水候補地 

ｾﾚﾝ(排水)   N/A 0.05 mg/L 
以下 

0.1 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

ｾﾚﾝ(環境)   N/A 0.01 mg/L 
以下 N/A 取水候補地 

BOD(排水)   N/A 50 mg/L 
以下 

160 mg/L以下 
日本(一般排水基準) 浄水場 

BOD(環境)   N/A 5 mg/L 
以下 

2 mg/L以下 
日本(環境基準河川A) 取水候補地 

【 3.汚染対策】 水質（原水、浄水、配水） 

項目 測定値 
 （平均値） 

測定値  
（最大値） 

ベースライ

ン値 現地基準 参照した国際的基準 備考（測定場所、

頻度、方法等） 
味及び臭気

（浄水）   異常でな

いこと 
異常でない

こと 
異常でないこと 
日本水道水質基準 浄水場 

pH（原水）   6.6 – 8.5 6.0 - 9.0 6.5 – 8.5 
日本（環境基準河川A） 

取水候補地 
1時間ごと 

pH（浄水）   6.4 – 8.9 6.5 - 8.5 5.8 - 8.6 
日本水道水質基準 

浄水場 
1時間ごと 

濁度（原水）   8.9 – 43.1 
NTU 

100 NTU 
以下 N/A 取水候補地 

1時間ごと 

濁度（浄水）   1.0 – 5.5 
NTU 

5 NTU 
以下 

平均1 NTU、単一試料5 
NTU 
WHO/PaHO 

浄水場 
1時間ごと 

濁度（配水）   1.0 – 5.5 
NTU 

5 NTU 
以下 

平均1 NTU、単一試料5 
NTU、WHO/PaHO 

配水網 
1時間ごと 

色度（原水）   70 – 240 
度 

75度 
以下 N/A 取水候補地 

1時間ごと 

色度（浄水）   3 – 15 
度 

15度 
以下 

5度以下 
日本水道水質基準 

浄水場 
1時間ごと 

全硬度（浄水）   6 – 32 
mg/L 

400mg/L 
以下 

300mg/L以下 
日本水道水質基準 

浄水場 
毎日 

アルカリ度（浄

水）   N/A 250mg/L 
以下 N/A 浄水場 

1時間ごと 
電気伝導度

（浄水）   15 – 280 
μS/cm 

1,250μS/cm
以下 N/A 浄水場 

毎日 
全蒸発残留物

（浄水）   67 – 140 
mg/L 

1,000mg/L
以下 

500mg/L以下 
日本水道水質基準 

浄水場 
毎日 

アルミニウム

（原水）   検出限界

以下 
0.2mg/L 

以下 N/A 取水候補地 
毎日 

アルミニウム

（浄水）   0.09 – 0.2 
mg/L 

0.2mg/L 
以下 

0.2mg/L以下 
日本水道水質基準 

浄水場 
毎日 

カルシウム（浄

水）   7.7 – 19.6 
mg/L 

100mg/L 
以下 N/A 浄水場 

毎日 
マングネシウム

（浄水）   2.2 – 4.8 
mg/L 

50mg/L 
以下 N/A 浄水場 

毎日 
遊離残留塩

（浄水）   N/A 2.0mg/L 
以下 1.0mg/L以下 浄水場 

1時間ごと 
遊離残留塩

（配水）   N/A 2.0mg/L 
以下 1.0mg/L以下 配水網 

1時間ごと 
塩化物イオン

（浄水）   8.6 – 29.5 
mg/L 

250mg/L 
以下 

200mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

硫酸塩（浄水）   20.2 – 400mg/L N/A 浄水場 
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項目 測定値 
 （平均値） 

測定値  
（最大値） 

ベースライ

ン値 現地基準 参照した国際的基準 備考（測定場所、

頻度、方法等） 
34.4mg/L 以下 

シリカ（浄水）   
13.1 – 
36.3 

mg/L 

30mg/L以

下 N/A 浄水場 

アンモニア態

窒（浄水）   
0.01 – 
1.03 

mg/L 

0.05mg/L 
以下 N/A 浄水場 

亜硝酸態窒

（浄水）   0.01mg/L 
以下 

0.1mg/L 
以下 

0.04mg/L 
以下 
日本水道水質基準 

浄水場 

硝酸態窒（浄

水）   0.5 – 2.3 
mg/L 

45mg/L以

下 
10mg/L以下 
日本水道水質基準 

浄水場 
毎日 

硝酸態窒（配

水）   N/A 45mg/L以

下 
10mg/L以下 
日本水道水質基準 

配水網 
毎日 

溶存鉄（浄水）   0.4mg/L 
以下 

0.3mg/L 
以下 

0.3mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

ナトリウム（浄

水）   8 – 17 
mg/L 

200mg/L 
以下 

200mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

カリウム（浄水）   2 – 
2.2mg/L 

12mg/L以

下 N/A 浄水場 
毎日 

クロム（浄水）   N/A 0.05mg/L 
以下 

0.05mg/L 
以下、WHO/PaHO 浄水場 

溶存マンガン

（浄水）   N/A 0.1mg/L 
以下 

0.05mg/L 
日本水道水質基準 浄水場 

亜鉛（浄水）   N/A 5mg/L 
以下 

1mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

銅（浄水）   N/A 1mg/L 
以下 

1mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

鉛（浄水）   N/A 0.05mg/L 
以下 

0.01mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

カドミウム（浄

水）   N/A 0.005mg/L
以下 

0.003mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

水銀（浄水）   N/A 0.001mg/L
以下 

0.0005mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

ヒ素（浄水）   N/A 0.5mg/L 
以下 

0.01mg/L以下 
日本水道水質基準 

浄水場 
毎月 

セレン（浄水）   N/A 0.01mg/L 
以下 

0.01mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

界面活性材

（浄水）   検出限界

以下 
0.5mg/L 

以下 
0.2mg/L以下 
日本水道水質基準 浄水場 

大腸菌（原水）   N/A N/A 1,000 MPN/100mL 
日本水道水質基準 

取水候補地 
毎日 

大腸菌（浄水）   N/A 検出されな

いこと 
検出されないこと 
日本水道水質基準 

浄水場 
毎日 

大腸菌（配水）   N/A 検出されな

いこと 
検出されないこと 
日本水道水質基準 

配水網 
毎日 
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Annex10 
既存配水池の土地運用状況及び今後の運用に係る手続き 

 
今後、DAPSAN および ESSAP は用地運用に際して必要とされる以下の手続きを、決めら

れた期限までに行うことを約束した。ESSAP が実施する手続きにおいて、DAPSAN は監督

する責任を負う。 
【今後のスケジュール・各手続き期限】 

責任機関 
organization 

in charge 

必要な手続き・解決すべき事項 期限 

ESSAP 契約者へ滞納している支払いを ESSAP は完了さ

せる。（2020 年 10 月～2021 年 10 月までの支払い

証書の写入手済） 

完了済 

ESSAP 既存配水池及び送・配水管の用地運用方針の合意を

ESSAP が地権者と書面で取り交わし、JICA パラグ

アイ事務所へその写を提出する。 

完了済 

DAPSAN 
ESSAP 

DOD 協議議事録（MD）への署名を行い、JICA パ

ラグアイ事務所に提出する。 
2021 年 12 月 1 日 

ESSAP 地権者の土地登記状況（司法省登記・大蔵省登記）・

相続の状況を確認し、JICA パラグアイ事務所へ提

出する。 

2021 年 12 月 1 日 

ESSAP 借地契約締結（ESSAP と地権者）し、写しを JICA
パラグアイ事務所へ提出する。 

2021年 12月 31日 

 
 
Annex10-1 借地契約に係る合意文書（ESSAP と地権者）  
Annex10-2 対象地 
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Annex10-1 借地契約に係る合意文書（ESSAP と地権者） 
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配水池と送水管及び配水管に関する合意書 

 
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A（以下 ESSAP）と、パラグアイ国ア

スンシオン市サンノゼ通り-ブラジル通りホセベルゲス 516 番、電話番号 595-21-225-001 / 3、RUC 番

号 80024191-6、総裁 Eng. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA 、および Ms.MARIA DEL 
ROCIO ARAUJO VANN、パラグアイ国アスンシオン市ベルギー‐スクレー通り 2065 番、身分証明書番

号 607.693（以下、地権者）は、以下の項目に関連し本「合意書」に署名する。 

 

1． ESSAP のビジャ・アジェス市上水道システムには、既存の浄水処理された水を配水する配水地

が存在する。その特定エリアは Ms.MARIA DEL ROCIO ARAUJO VANN が土地の地権者で

ある。Cta.Cte.Ctral30-168-004 manzana 168 である。 

2． 日本政府は、前述の配水池に接続するための送水管及び配水管が含まれた、既存施設の上水

システム拡張にかかる無償協力の可能性調査を実施している。 

3． また Ms.MARIA DEL ROCIO ARAUJO VANN はビジャ・アジェス市への地権者のコミットメント

を再確認し、ビジャ・アジェス市全人口に対してより良い飲料水サービスを提供する、公共利益

に応えるため当該資産の抵当権、その他の負債がないことを宣言する。 

 

上記に従い、カバレッジ、品質、継続性の観点からサービスを改善するという共通の目的を持っ

て、両当事者は以下に同意する。 

第 1 条：地権者は、ビジャ・アジェス市上水システムの拡張のため、送・配水管を含む既存配水池が

配置されている敷地の工事を許可する。それにかかる越流・排水作業などシステムの維持

管理を許可する。その前提要件として計画される図面を提示する。 

第 2 条：ESSAP は、地権者への最後の支払い（2021 年 10 月 13 日まで）から、2 年間カバーする新

たな契約を直ちに開始し、2021 年 12 月 31 日までの間の 11 月 13 日と 12 月 13 日に支払

いを実行することを約束する。この借地契約期間は、少なくとも 2028 年までの無償資金協

力の期間をカバーするために、当事者間の合意により更新される。 

第 3 条：両者は、新規借地の月払い額を、Gs. 8.500.000 とすることで合意した。 

第 4 条：敷地：既存施設は、2,500m2（50m×50m）の配水池、直線 200m×幅 2m（400m2）の送水管、

直線 120m×幅 2m（240m2）の配水管をカバーするエリアであるが、16,845m2 の多角形状

の敷地を該当とする。今回実施されるプロジェクトでは、パイプラインのレイアウトを変更し、

物理的な影響を受ける面積を現在よりも小さくし、タンクと送配水管の多角形総面積を約

9,400m2 にすることが提案される。ESSAP は地権者に対して、MOPC、サービスホルダーお

よびパラグアイ側カウンターパートによって承認を得た工事の設計、工事に影響する土地

範囲を無償資金協力の実施のために提供する。 

第 5 条：いずれかが本合意書を遵守しなかった場合、契約が取り消され、その際は書面で相手方に

通知される。 

第 6 条：本契約の解釈または適用に起因する当事者間の論争は、当事者間の直接的な調停により

解決することができる。下 記 当 事 者 は 、本 合意書 の 項 目 に 示 す 場 所 で 、誠意を

持ってその 他 の 法 的 手 続 の た め の 専 用 地 を 設 定 する。本契約を忠実に履行す
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る上で発生する可能性のあるいかなる論争についても、アスンシオン市の裁判所の管轄権

に服することに同意し、その他の管轄権を行使することを明示的に放棄する。 

 

本合意の証とするため、パラグアイ国アスンシオン市 2021 年 11 月 26 日日付として本契約書二

通を作成し当事者は各々記名押印の上、各一通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

MARIA DEL ROCIO ARAUJO VANN 
地権者 

ING. NATALICIO CHASE ACOSTA 
ESSAP S.A の代表取締役会長 
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Annex10-2 対象地 
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Annex11 浄水場の増員計画 

 

 
職種 現職員数数 計画職員数 増員数 職務内容 

所長 1名 1名 0名 浄水品質、安定供給、保守など生産全体

管理に責任を担う。 
運転係 6 ｼﾌﾄ 1名＝6名 6 ｼﾌﾄ 1名＝6名 6名 操作・機能増に伴い 1名から 2名体制へ増

員する必要がある。 運転補助員 6 ｼﾌﾄ 1名＝6名 
電気・機械係 0名 1名 1名 本部が適宜対応してきたが、日常的整備の

ため専任職員を配置する必要がある。 
水質分析員 1名 2名 1名 測定時間帯の強化および水質変動時対応

などを踏まえ、増員を図る。 
倉庫・清掃係 0名 1名 1名 薬剤管理や日常清掃などの専任職員を配

置する必要がある。 
合計 8名 17名 9名  
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テクニカルノート 

パラグアイ国ビジャ・アジェス市給水システム改善計画協力準備調査 

 

2021 年 4 月 16 日（金）、パラグアイ国政府関係者である MOPC-DAPSAN プロジェクトコーディネーター、

ESSAP プロジェクトコーディネーターおよび JICA コンサルタントチーム間において、TV 会議を通じた協議を行

い、その結果、用地取得および先方負担事項に関する下記基本事項に双方合意した。 

 

1. 事業概要 

事業概要（別添 1）に記載された項目・内容をもとに、コンサルタントチームは JICA に対して本プロジェクトの協

力範囲を提案する。 

 

2. 用地収用/用地使用権/運転維持管理にかかる立入 

下記項目にかかる、調査団側が提示する範囲の用地に関連し、現在の土地所有者と間で下記項目に関する

手続きの方法および進捗状況を、2021 年 8 月中旬までに JICA パラグアイ事務所に提示する。 

 調査団が提示する用地範囲や管路布設区間にかかる用地取得または/あるいは用地使用権の取得 

 工事期間中の敷地内における建設工事 

 運転維持管理にかかる立入許可または/あるいは協定書の締結 

 該当する水道施設と土地所有者は次の通り 

  - 取水施設（市役所）：図 1 

  - 導水管（ACEPAR）：図 2 

  - 配水池および送水管（民間個人）：図 3 

 

3. パラグアイ側負担事項 

国内遠隔調査その 1 およびその 2 を通じて確認された先方負担事項（案）の内容と、責任機関は表 1 のとおり

である（上記 1．を除く） 

表 1 パラグアイ側の負担事項 

項目 負担内容（責任機関） 
取水口  整地・フェンス設置（ESSAP） 

 受変電一次側電源整備（ESSAP） 
導水管  整地（ESSAP） 
浄水場  整地・フェンス設置（ESSAP） 

 受変電一次側電源整備（ESSAP） 
 必要に応じた汚泥処理施設の建設（ESSAP） 

配水池  整地・フェンス設置（ESSAP） 
配水管網  配水管路使用許可（ESSAP） 
仮設工  ストックヤード借り上げ（ESSAP、市役所） 
環境ライセンス  環境ライセンスの更新（MOPC、ESSAP） 
その他  EN承認手続き（MOPC） 

 B/A等銀行手続き（MOPC） 
 免税手続き（MOPC） 
 全ての施設の定期的なメンテナンス（ESSAP） 
 各種工事許可（MOPC、ESSAP） 
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(1) 整地・フェンス設置 

日本側による工事着工前までに、取水施設(取水管の保護を含む)、浄水施設、配水施設の各用地の整

地、および工事完了後に部外者の侵入を防止するためのフェンスをパ国側で実施する。 

 

(2) 受変電一次側電源整備 

新規の浄水施設と取水施設へ電力供給をするためには、ANDE と調整を図った上で、新たに２つの施設

それぞれの地点で電源整備を行わなければならない。この電源整備にかかる１次側電源設備と配電工事、

および受電許可の取得はパ国側で実施する。パ国側と日本側の責任分界点は受電切替盤とする（図４）。

１次側電源ケーブル引込み工事までをパ国側負担範囲とし、受電切替盤以降の２次側電気設備や場内照

明などの設置は日本側で実施する。なお、２つの施設に必要な受電容量は概略設計概要説明調査時に日

本側からパ国側へ提示する。 

 

(3) 必要に応じた汚泥処理施設の建設 

環境ライセンス取得/更新の条件やパ国の法令を準拠した設計の観点から、準備調査実施時点ではビジ

ャ・アジャスの浄水施設に排水処理施設を設ける必要がなく、本プロジェクトでも排水施設を協力内容には

含めない方針である。 

一方で、将来的に排水基準が制定/改定により、基準の水準が高くなった場合には、必要に応じて排水処

理施設をパ国側で建設する。なお、排水処理において留意が必要な項目は汚泥である。 

 

(4) ストックヤード借り上げ 

日本側による工事着工前までに、本プロジェクトで使用する資機材、工具および重機類の保管、資材加

工のための作業場、作業員の待機場など十分なスペースを持った仮設のストックヤードを、パ国側の負担

によりビジャ・アジャス市内に用意する。 

 

(5) 環境ライセンスの更新 

日本側による工事着工前までに、本プロジェクトで実施する工事や建設施設が網羅された内容のビジャ・

アジャスにかかる環境ライセンスの更新手続きをパ国側実施し、日本側はこれを技術的に支援する。同様

に、施設建設後の試運転までに、ERSAAN より営業許可をパ国側の負担により取得する。 

 

(6) その他の手続き等 

本プロジェクトの詳細設計や工事が速やかに開始し、完工するために必要となる、表 1 に記述された内容

について、パ国側は適切に対処する。また、パ国側は本プロジェクトで建設される施設が将来的に渡り効果

を発揮するため、必要となる維持管理を適切に実施する。 
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アスンシオン、東京 2021 年 4 月 16 日 

 

 

 

 

 

Ing. Hiroyuki Higuchi  Ing. Herminia González 

Jefe del Proyecto, Mission JICA  JICA プロジェクトコーディネーター、MOPC-DAPSAN 

 

 

 

  Ing. Zoilo Benitez 

  JICA プロジェクトコーディネーター、MOPC-DAPSAN 
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別添資料： 

 

 

図 1 取水施設(取水管の保護を含む) 

 

 

図 2 導水管ルート 1 
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図 3 配水池および送水管 

 

 

図 4 ストックヤード 
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1． ソフトコンポーネントを計画する背景 

パラグアイ国ビジャ・アジェス市給水システム改善計画は、ビジャ・アジェス市に対し安全な飲

料水を供給することを目的とし、2028 年を目標年次とした、対象都市の計画水需要を満たすため

既存施設の能力を考慮し、新たに必要とされる取水口、浄水場、既存配水池への送配水管の接続、

および導・送の拡張および漏水対策などを踏まえた配水管網の整備を行うものである。 

ビジャ・アジェス市の浄水・配水施設の運転・維持管理は、市に常駐するパラグアイ衛生事業会

社(Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.、以下、ESSAP)の「地方運転部」職員が実施し

ている。また、配管修理、メータ検針、料金徴収などの日常業務は、「地方商務部」の常駐職員が

担当している。 

本事業による開発効果を十分に発現し 24 時間安全な水道水を供給するためには、建設される取

水口や浄水場の機能が十分に理解され、原水水質等の自然条件の変動に対応して、適切な浄水処

理が可能となるよう ESSAP 職員の施設運転管理能力を強化することが不可欠である。既存施設

は、異なる 4系統の浄水システムで構成されている。ESSAP 職員は系統毎の運転に必要となる一

般的な知識は持ち合わせているものの、全系統の包括的な運転維持管理、また水源水質や水位変

動への対処法など、総合的な管理に対する知識・技能までは十分備わっていないのが実情である。

適切で効果的な施設運転のためには、、機械設備の機能（状態監視を含む）を理解し､浄水処理理

論にもとづいた水質変動にも対応可能な施設運転能力（水質管理､薬注制御､施設洗浄､取配水量の

管理）を身に付けたうえで、計画に従った施設運用が確実にかつ継続的に実施できるよう、浄水

処理管理体制を構築する必要がある。 

また、ビジャ・アジェス市の無収水率は約 38％（調査団の試算による）と比較的高く、本事業を

通じて一部の配水管網整備を実施する必要がある。さらには、現在の水道メータ設置率は約 86％

で、700 世帯以上においてメータが設置されず正確な給水量の把握と適切な額での料金徴収がで

きていないといった課題を有している。漏水とメータの未設置は、本事業で建設された施設から

供給される浄水が漏水で失われたり、無駄に使われたりすることにつながり、料金徴収額の増加

の効果も減殺することにつながる。従って、老朽管更新やメータ設置率向上に向けた取り組みを

促進する必要がある。 

図 1-1 に本事業による水道施設の整備内容と実施するソフトコンポーネントの体系図を示す。 
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図 1-1 本事業におけるソフトコンポーネント体系図 

 

2． ソフトコンポーネントの目標 

本事業は、ビジャ・アジェス市に対し安全な飲料水を供給することを目的としている。ソフトコ

ンポーネントは、ESSAP 職員が浄水施設の運転・維持管理を適切に行うことで、浄水場から安全

な水が継続的に供給され、配水管網管理およびメーター設置を進めることで、水道事業体の無収

水削減対策が強化されることを目標とする。 

 

3． ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネントを通じた技術指導で期待される成果は、表 3-1 の通りである。 

アスンシオン首都圏を除く地方都市における飲料水の生産・運転管理や、水運用は、ESSAP 本

部の「地方運転部」が担当し、ビジャ・アジェス市に関しても同部が管轄している。同様に、顧客

サービス、メータ検針、新規接続、配管修理、予算管理を含めたエリア管理は、ESSAP 本部の「地

方商務部」が担当している。浄水場職員は常駐し日常業務を実施しているものの、大規模な補修

や緊急時対応などの一定レベルを超えた技術的判断、および計画策定や計画以外の予算執行など

は、「地方運転部」および「地方商務部」に判断が委ねられている。 

一方で、ESSAP 本部には「技術部」上水道課が設置されており、新規プロジェクトの企画調整、

施設拡張・改修計画を立案・実施管理を行っているほか、ESSAP 全体の技術情報の管理を包括的

に実施されている。本プロジェクトの対外窓口、および総合的なプロジェクト管理を行うことと

なる。また、ビジャ・アジェス市を含む全国レベルにおける無収水対策は、ESSAP 本部の「無収

水部」が責任を担っており、無収水率のモニタリングや削減対策に取り組んでいる。 

このため、ソフトコンポーネントの実施にあたっては、ビジャ・アジェス市に配属される ESSAP
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職員のみならず、ビジャ・アジェス市の水道事業を包括的に監理・監督、技術的サポートを行う

立場の技術職員（本部技術部、本部地方運転部、本部地方商務部、本部無収水部）を対象に加え

ることとする。 

表 3-1 ソフトコンポーネントの対象分野と期待される成果 

指導分野 期待される成果等 主な指導対象 
浄水施設運転

維持管理技術 
運転に必要な機械設備機能（状態監視を含む）を理解し､浄水処理理論

にもとづいた水質変動に対応可能な処理技術（水質､薬注､洗浄､流量）

能力、および自然災害（洪水･渇水）や､高濁度･汚染等の水質変化など

のリスクに対処する方法の理解を通じ､持続的に安全な水を供給するため

の運転･維持管理能力が向上する｡ 

本部技術部、本部地方

運転部･ビジャ・アジェ

ス常駐浄水場職員 

配水管網管理

技術およびメー

タ設置促進 

本事業による管路更新の漏水削減効果を検証する。また調査から得られ

た配水管網の課題を踏まえ、老朽管更新計画の立案と予算化にかかる

指導を実施し、計画の実施促進を図る｡また、メータ未設置世帯の確認や

みなし請求への課題提示を通じて、メータ設置計画を立案、設置率向上

を図り、ESSAPの無収水削減対策の強化に寄与する｡ 

本部技術部、無収水

部､地方商務部ビジャ・

アジェス常駐配管工、

本部地方商務部､地方

商務部ビジャ・アジェス

常駐職員 

 

4． ソフトコンポーネントの成果達成度の確認方法 

指導項目における成果達成度は、指導内容毎に指導担当者が表 4-1、4-2 に取りまとめた内容

について確認を行うとともに、表 4-3～4-4 に示す評価の視点に基づき技術移転の理解度につい

て確認する。講義を中心とした技術指導は、質疑応答と自己評価によりその理解度を測定し、対

象者の理解が 6 割以上進んでいない項目について補講を行う。OJT によるものは指導担当者が

指導対象者に単独で作業を演習させ、その結果を評価シートに記入する。その評価は技術の到達

度と今後の技術の研鑚についてのアドバイスからなる。 

 

表 4-1 指導チェック内容（浄水施設運転維持管理技術） 

工程 

（講習、演習） 
指導内容 ﾁｪｯｸ 日時 備考 

1 取水・浄水・監視システム内容および処理フロー    

2 危害分析（自然災害/水質・水位変動）    

3 リスクレベルの設定    

4 危害・リスク分析と設定    

5 対応方法の設定及び緊急時対応方法    

6 緊急時対応の記録、管理    

7 
浄水処理（凝集沈殿ろ過処理等）基礎理論/運転管理台帳

整備 

   

8 水量管理方法    

9 薬品注入管理方法    

10 逆流洗浄/沈澱池清掃/排泥方法    

11 保全学入門    

12 補修機材の調達・保管    

13 施設運転の問題・改善点の確認    

14 配水池への送水までを含む浄水施設の総合実地運転    
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工程 

（講習、演習） 
指導内容 ﾁｪｯｸ 日時 備考 

15 機器補修および事故対応技術の確認実習    

16 保守管理要領および管理プロセス    

 

表 4-2 指導チェック内容（配水管網管理技術およびメータ設置促進） 

工程 

（講習、演習） 
指導内容 ﾁｪｯｸ 日時 備考 

1 無収水率にかかる資料分析    

2 配水圧状況・苦情等の発生状況    

3 漏水発生概況、漏水量の算定    

4 事業投資効果の検証    

5 モニタリング体制と管路更新計画の立案    

6 メータ設置率に係る状況分析    

7 料金徴収・みなし請求の状況分析    

8 分析結果共有と課題・対策    

9 メータ規格・器差    

10 メータ設置計画の立案    

 

表 4-3 評価の視点（浄水施設運転維持管理技術） 

指導対象者 評価の視点 A B C 

本部技術部、本

部地方運転部･

ビジャ・アジェス

常駐浄水場職

員 

１）水道運転管理計画 

・ 取水‐浄水‐配水施設システム構成、目的、機能を理解している 

・ 河川水位や水質分析などが定期的に記録・報告されている 

・ 想定される危害の種類と規模を理解している 

・ 危害発生時の対処法を理解し、管理体系のもと指示が出せる 

2)取水施設における対応 

・ 計画取水水位（高・低）を超えた際の対応ができる 

・ 定格を超える水源水質が生じた際、取水量を調整できる 

・ 取水施設の沈砂池からの砂排除作業ができる 

・ 取水ポンプ運転時の日常メンテナンスとその記録ができる 

3）浄水施設における対応 

・ 計画取水水位（高・低）を超えた際の生産調整ができる 

・ 定格を超える水源水質が生じた際の適切な浄水処理ができる 

・ 原水流量計（パーシャルフリューム）の正確な読取ができる 

・ 水質試験が規定どおり実施され、結果が記録できる 

・ 原水の水質・取水量に応じた薬品添加量を算定できる 

・ 薬品添加作業が適正に実施できる 

・ 沈殿池の排泥作業が適時にマニュアル通りにできる 

・ 逆洗工程が適時にマニュアル通りにできる 

・ ポンプなどの設備の保守管理内容を理解し記録ができる 

・ 塩素ガス漏洩時の緊急対応が適切に実施できる 

・ 配水池水位と連動した送水ポンプ操作ができる（配水池への送水調

整） 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

〇 

〇 

〇 

 

〇 

〇 

〇 

〇 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

注)A；本部責任者、B；浄水場長、C；オペレーターとし、○：中程度、◎：より重要な理解度が求められることを示す。 
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表 4-4 評価の視点 （配水管網管理技術） 

指導対象者 評価の視点 A B 

本部技術部、無収

水部､地方商務部

ビジャ・アジェス常

駐配管工 

１）管路更新計画 

・ 配水管網全体の概況が把握でき、課題を抽出できる 

・ 抽出した課題から必要な管路更新計画（予算等）を立案できる 

2) 配水管網管理技術 

・ 調査を通じ配水圧や漏水発生状況など課題を把握できる 

・ モニタリング計画を立案できる 

 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

 

〇 

〇 

 

◎ 

◎ 

注)A；本部各部責任者、B；本部各部職員および地方商務部ビジャ・アジェス常駐配管工とし、○：中程度、◎：より重要

な理解度が求められることを示す。 

 

表 4-5 評価の視点 （メータ設置促進） 

指導対象者 評価の視点 A B 

本部地方商務部､

地方商務部ビジャ・

アジェス常駐職員 

１）メータ設置計画 

・ メータ設置状況から料金徴収における課題を抽出できる 

・ 課題から必要な新規メータ設置計画（予算等）を立案できる 

2)メータ規格および料金徴収状況 

・ メータ設置の効果とメータの種類などを理解できる 

・ メータ未設置顧客の特定や料金徴収における課題を把握できる 

 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

 

〇 

〇 

 

◎ 

◎ 

注)A；本部各部責任者、B；本部各部職員および地方商務部ビジャ・アジェス常駐職員とし、○：中程度、◎：より重要な

理解度が求められることを示す。 

 

5． ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

ソフトコンポーネント実施にあたっては、ESSAP本部技術部及び無収水部職員、地方商務部及び

地方運転部のビジャ・アジェス常駐職員を主な対象者とする。なお、ソフトコンポーネントの効

果をより広く普及させるため、全国のESSAP浄水場担当職員に対しても参加を呼びかけ、ESSAP
組織全体の技術力の向上に貢献する。 

また、既往無償資金協力案件の「コロネル・オビエド市給水システム改善計画」のソフトコンポ

ーネント活動で実施した一部の講義にいおいて、国レベルの水道技術強化を踏まえ、給水サービ

ス品質の監視・規制を担う衛生事業管理規制院（ERSAAN）や周辺大学の衛生工学を専攻する学

生などを招待したところ非常に好評であったことから、本事業においても同様の対応を行う。加

えて、指導終了時には指導を受けた技術職員が主体となり周辺住民向け施設見学会を開催し、住

民に対する水道の重要性に係る啓発を実施するとともに、本事業の成果を広報してESSAP職員の

モティベーションを向上させる。 

表 5-1 にソフトコンポーネントにおける投入計画を、また表 5-2、5-3 に成果毎の活動スケジュ

ール（案）を示す。 

表 5-1 ソフトコンポーネントの活動と投入計画 

指導項目 実施リソースと等級 
期間 

国内 MM 現地 MM 合計 MM 通訳 

浄水施設運転維持管理技

術 

浄水技術専門家（3 号） 0.50 1.70 2.20 40 日間 
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表 5-

2 活

動ス

ケジュール（案）：浄水施設運転維持管理技術 

 

 

表 5-3 活動スケジュール（案）：配水管網管理技術およびメータ設置促進 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 和文テキスト・マニュアル作成・構成 - 9 -

2 西文テキスト構成・見直し - 1 -

10 0

1 移動（東京‐ｱｽﾝｼｵﾝ) - 2 -

2 MOPC/ESSAP打合せ、作業準備 - 2 2

3 取水・浄水システム整理とチャート作成 1 1 1

4 危害分析（自然災害/水質・水位変動） 2 1 1

5 リスクレベルの設定 3 1 1

6 危害・リスク分析にかかる現地確認 4 2 1

7 監視方法及び管理基準の設定 5 1 1

8 対応方法の設定及び緊急時対応方法 6 1 1

9 マニュアル・記録台帳作成 - 2 2

10 ろ過処理基礎理論/運転管理台帳整備 7 3 2

11 水量管理方法 8 4 1

12 薬品注入管理方法 9 5 4

13 逆流洗浄/沈澱池清掃/排泥方法 10 5 4

14 保全学入門 11 1 1

15 補修機材の調達・保管 12 1 1

16 施設運転の問題・改善点の確認 13 2 2

17 浄水施設の総合実地運転 14 6 5

18 機器補修技術の確認実習 15 1 1

19 保守点検要領の作成・意見交換 16 1 1

20 成果達成度確認のための現場演習 - 3 2

21 技術達成度最終評価・フリートーキング - 1 1

22 資料整理/報告書作成 - 1 1

23 MOPC/ESSAP打合せ、報告 - 1 1

24 移動（ｱｽﾝｼｵﾝ-東京) - 3 -

51 37

国内業務

現地業務

業務

日数

合計

合計

0.50

1.70

指導項目
チェック

項目番号

通訳

日数

配水管網管理技術およびメ

ータ設置促進 

管路計画専門家（4 号） 0.50 1.23 1.73 28 日間 

合計 1.00 2.93 3.93 68 日間 
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6． ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントにおける実施リソースは、高度な応用力及び指導能力が求められるこ

とから、コンサルタントが派遣する日本人技術者とする。これらの専門技術者は OJT 形式および

理論面からの指導を実施する。成果毎の活動内容から表 6-1 に示す専門家の調達が必要となる。 

表 6-1 成果毎の実施リソースの調達方法 

 

7． ソフトコンポーネントの実施工程 

本事業の本体工事にはおおよそ 21か月を予定する。工事の最終段階には、本邦施工業者による

各施設の試運転・調整が行われる。同施工業者は浄水場の運転担当者等を対象に、各施設や機械・

電気設備にかかる初期操作指導や保守点検に関して指導する。浄水場および取水施設の初期操作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 和文テキスト・マニュアル作成・構成 - 3 -

2 西文テキスト構成・見直し - 1 -

4 0

1 移動（東京‐ｱｽﾝｼｵﾝ) - 2 -

2 MOPC/ESSAP打合せ、作業準備 - 2 2

3 無収水率にかかる資料収集・分析 1 2 2

4 配水圧状況・苦情等の発生状況確認 2 3 2

5 漏水発生概況および配水管修繕方法 3 4 3

6 無償協力事業投資効果の検証 4 2 2

7 今後の課題抽出と対策に係る協議 - 2 1

8 モニタリング体制と更新計画の立案 5 3 3

9 管路更新予算確保に係る協議 - 3 2

10 メータ設置率に係る資料収集/分析 6 1 1

11 料金徴収・みなし請求の状況・分析 7 1 1

12 分析結果共有と課題・対策に係る協議 8 1 1

13 メータ規格・器差 9 1 1

14 メータ設置計画の立案 10 2 2

15 メータ設置予算確保に係る協議 - 2 1

16 技術達成度最終評価・フリートーキング - 1 1

17 資料整理/報告書作成 - 1 1

18 MOPC/ESSAP打合せ、報告 - 1 1

19 移動（ｱｽﾝｼｵﾝ-東京) - 3 -

37 27

現地業務

合計

0.20

1.23

指導項目
チェック

項目番号
業務
日数

通訳
日数

国内業務

合計

指導項目 専門家要件 採用要件 通訳の必要性 

浄水施設運転維持管

理技術 

浄水技術専門家 

（3 号） 

本事業の協力・計画内容、設計方針および現地

災害リスクを十分に把握していること。浄水施設

の運転・維持管理に十分な知識・経験を有して

いること。 

〇 

配水管網管理技術およ

びメータ設置促進 

管路計画専門家 

（4 号） 

本事業の協力・計画内容や設計方針を適切に

理解・把握していること。また、既往技術協力プ

ロジェクト（「配水網管理技術強化プロジェクト

（2011-14）」の実施内容を理解し応用が可能な

こと。水道料金徴収や経営におけるメータの役

割を十分に把握していること。 

〇 
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指導期間は、取水施設１日、浄水施設（フロック形成池、沈殿池、ろ過池、配水池）5日、送水施

設・排水施設 2日、電気設備 2日、総合システム運転 2日、全体で 2週間を予定する。 

ソフトコンポーネントは、施工業者による試運転・調整、初期操作指導の完了後、1か月を予定

し引き続き実施する。表 7-1 にソフトコンポーネントの実施行程を、初期操作指導行程とあわせ

て示す。 

「浄水施設運転・維持管理技術」は表 7-1 に示す通り、初期操作指導に引き続き実施し、浄水場

運転管理手法の指導を行う。「配水管網管理技術」は、浄水施設の稼働を受けて配水管網におけ

る配水圧や漏水状況などの変化を確認・評価し、更新計画などに反映させる。「メータ設置促進」

は「配水管網管理技術」と同様、生産量の拡大を受け、料金徴収や水使用状況などを確認の上、

メータ設置の重要性や予算確保などの協議を行う。 

表 7-1 ソフトコンポーネントの実施時期 

 

8． ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの成果品として下記の書類を作成する。 

① 浄水場運転・維持管理マニュアル 

② 配水状況調査、モニタリング体制、管路更新計画書 

③ メータ設置計画書 

④ 講義、演習用資料 

⑤ アンケート結果 

⑥ ソフトコンポーネント完了報告書 

 

9． ソフトコンポーネントの概略事業費 

ソフトコンポーネントの概略事業費は、表 9-1 に示すとおり 17,312 千円である。 

表 9-1 ソフトコンポーネントの概略事業費 

項 目 総額(千円) 
1.直接経費  

1-1 直接人件費 3,548 
1-2 直接経費 6,385 

2.間接費 7,379 
合 計（1＋2） 17,312 

為替レート Gs.1=0.016594 円、US$1=108.85 円 

21 22

ｿ
ﾌ
ﾄｺ

ﾝ
ﾎ

ﾟｰ
ﾈ

ﾝ
ﾄ

配水管網整備期間

取水施設

浄水施設

浄水場運転管理技術

配水管網管理技術およびメータ設置促進

9 11 17 18 19 2013 14 15 165

初
期

操
作

指
導

61 7 8 2412

取水・浄水施設工事期間

42 3 10 23
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10． 相手国側の責務 

ビジャ・アジャス浄水場には、既存の浄水施設を運転管理するための必要最低限の人員は確保さ

れているものの、本事業により新規施設が整備された後には現状の倍の職員が配置される必要が

ある。2 シフトによる運転管理体制であることを考慮し、9 名程度の職員を補充する必要がある。 

また技術指導期間中、指導対象となる管理・技術・商務職員の参加が求められる。特に、大規

模な補修や緊急時対応など一定レベルを超えた技術的判断は、浄水場配属の職員ではなく、本部

技術部、本部地方運転部が意思決定および浄水場へ指示することとなっており、包括的にビジャ・

アジェス浄水場の技術的管理を行う全ての職員の参加が重要である。 

配水管網の現状把握や更新計画の策定においては、調査、分析、評価、計画立案など、ESSAP 本

部技術部および無収水部が管轄している。またメータ設置に関しては、ESSAP 本部地方商務部が責

任所管となる。このためソフトコンポーネント実施期間中においては、ビジャ・アジャス浄水場

や事務所の常駐職員のみならず、関連する本部勤務職員が参加している必要がある。 

ソフトコンポーネント実施後は、ESSAP 自身による自主的かつ適正な運転・維持管理活動を継続

して行うことが求められる。そのため各浄水場の運転管理責任者は、常に浄水場の運転管理記録

を整理・確認し、運転異常時には ESSAP 本部に報告し、迅速な対応が取られるよう、組織的な実

施体制制を整えておく必要がある。 

また、策定した各種の計画に基づき、予算が適正に確保され、実行されることが、本事業で建

設される各水道施設の効果を最大限に活用するための要件であり、水道サービスの持続性の確保

および顧客満足の向上につながると想定される。 
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6. 参考資料 

6-1 社会・経済状況調査 

(1) アンケート調査の概要 

1) 調査方法 

本案件の対象都市であるビジャ・アジェス市において、社会・経済状況、水利用状況等の基

礎条件を把握するため、都市部の一般家庭を対象にし、アンケート調査を実施した。2）調査

項目 

1.一般状況 
1-1 一般 
1-2 公共サービス等 

 
家族の構成人数、住居の形態、職業、教育、所得、 
電話、電気、電気料金、ごみ回収サービス下水道の有無と料金 

2.衛生等に関する状況 水因性の疾病、便所、飲料水の処置、水道水の節約状況 
3.水の利用について 

3-1 使用状況 
3-2 給水形態と満足度 

 
水の用途と頻度、蛇口の数と設置場所 
水の供給形態・水源と水量、水圧、水質、それぞれの満足度 

4.節水について 節水の実施と意識調査 

5.ESSAP の水道契約者への質問 隣家への水の提供状況、給水時間、メーターの有無、稼働状況、メ
ーターのメンテナンス負担、水道料金とその支払方法、料金未払い
の理由、漏水、断水状況、給水時間 

6.ESSAP の水道契約者でない人
への質問 

ESSAP の給水サービスが提供される場合の加入意思、支払可能金
額、加入したくない場合の理由 

7.全員への質問 給水サービスに対する要望、苦情、意見 

8.その他コメント  

3）調査区域 

アンケート調査の対象戸数については、この都市における配水が 20 のブロックで構成され

ていることから、表 6.1.1 の通りとした。 

表 6.1.1 調査サンプル数 

ブロック 配水世帯数 サンプル数 
 

ブロック 配水世帯数 サンプル数 

1 605 12 
 

11 21 3 

2 463 9 
 

12 191 4 

3 160 3 
 

13 336 7 

4 708 14 
 

14 73 3 

5 803 15 
 

15 314 7 

6 378 8 
 

16 169 4 

7 633 12 
 

17 334 7 

8 471 10 
 

18 269 6 

9 605 12 
 

19 131 3 

10 163 3 
 

20 393 8 

    計 7,222 150 
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図 6.1.1 ビジャ・アジェス市の調査区域とブロック 

ビジャ・アジェス市の 2019 年の人口は、4.8 万人1で、その構造は図 6.1.1 に示す通りであ

る。この都市は、製鉄所を中心に発展し、現在では大学も設けられる都市に発展している。

国内でも工業、商業の発展が著しい都市のひとつとなっている。 

 

 (2) アンケート調査の結果 

1)サービス形態について 

アンケート調査を行った ESSAP の契約者の 100％が ESSAP の水道のみを水源として利

用している。 

2）家族構成 

ビジャ・アジェス市は、1～3 人の世帯は全体の 41％、4～6 人の世帯は全体の 48％、7人

                                                   

in1 https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Hayes 
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以上の世帯は 11％である。平均世帯人数は、4.3 人程度となっている。 

表 6.1.2 アンケート回答者の年齢と家族構成 

 

 

 

 

※調査対象者の構成員数は 638 名 

※その内 5歳未満の児童は 77 人 

3) 住居形態  

アンケート調査によると、ビジャ・アジェス市は、100％が一戸建て住居に暮らす世帯で

あり、集合住宅に暮らす世帯は 0 件という結果である。部屋数は、1～2部屋の世帯が 2％、

3～4部屋で暮らす世帯は 48％、5 部屋以上は 49％となっている。持ち家率は 90％であり、

4％が賃貸住居、同居しているが 6％となっている。 

4) 所得水準 

調査対象者の月収の平均額を見てみると、約半数（46％）である 69 世帯が 2,200,000～

5,000,000Gs と回答した。外務省のデータによると GNI は＄5,520(2019 年世銀)、月収は

＄460≒3,068,660Gs(@6,671 : 2020 年平均 パラグアイ中銀)と計算することができ、ビジ

ャ・アジェス市の所得水準は、パラグアイ国の平均収入を得ているとみることができる。 

図 6.1.2 世帯平均収入 

5) 公共サービス料金 

電気については、100％の世帯で整備されている。公共料金の中では電気代の支払い額が

他のものより高く、150,000Gs 前後である。ガスについては、都市ガスは無く、ガスボンベ

年齢層 世帯 

18 ～25 歳 17 

26 ～35 歳 43 

36 ～55 歳 51 

56 歳  以上 39 

合計 150 

家族構成 世帯 

1 ～3 人 61 

4 ～6 人 72 

7 人以上 17 

合計 150 

18%

23%
46%

13%

世帯平均収入（月収）

0 ～1.000.000 Gs

1.000.001 ～ 2.200.000 
Gs
2.200.001 ～ 5.000.000 
Gs
5.000.001 Gs 以上
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式の GLP を使用している世帯が 57％、薪、木炭等のその他の燃料が 43％である。廃棄物

の収集については、収集サービスを有する世帯は 61％で金額は 30,000Gs 以下である。 

各公共サービスの毎月の支払額に対する人数を図 6.1.3 に示す。 

水道代は 40,000Gs 前後である。公共料金の中では、水道代は比較的安く支出の負担にな

っているとは言えない。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.3 公共料金 水道代・電気代・ガス代(件数) 

6) 下水道の接続 

アンケート調査では、下水道の接続がある世帯の割合は 0％であるが、コスタネラ地区等

一部では市民の自助努力により、下水道を整備し未処理でパラグアイ河に放流している。 

衛生施設については、水洗タイプのトイレと答えた世帯が 99%、落下式トイレが 1％とい

う結果で都市部での水洗化が進んでいることが窺がえる。 

7) 疾病の種類 

ビジャ・アジェス市で蔓延している疾病の種類に関してアンケートを行ったところ(複数回

0
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答)、図 6.1.4 のような結果となった。特に多く挙がったのが下痢やデング熱であった。下痢

や赤痢、胃炎、その他の中に嘔吐や腹痛と飲食物から発生する病気が全体の 70％であること

から、水道水の水質や食品・調理の衛生環境に問題があるように推測される。 

※1：その他：高血圧、インフルエンザ、嘔吐、腹痛 

図 6.1.4 蔓延している疾病 

8) 水道水の水利用目的 

調査対象者に水道水の利用目的を調査したところ図 6.1.5 のような結果となった。調査

対象者の 100％が洗濯、掃除、シャワーに水道水を使用している。飲料水で使用している住

民は全体の26％しかおらず、74％は水道水以外の水(＝水売りからの購入)を利用している。

飲料水に何らかの処理を行っているかどうかについての質問に対しては、「特に処置をして

いない」が 97％、「フィルターを使用」は 3％となっている。 

また、料理に利用していることから、煮沸しないと使用できないことも本調査結果から

も伺える。 

下痢 アメーバ 赤痢 コレラ 胃炎 結膜炎 デング熱 マラリア
その他

（※1）
人数 123 0 5 0 8 1 63 0 11

0

20

40

60

80

100

120

140

蔓延している疾病
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図 6.1.5 水道水利用目的 

9) 事業体に対する評価 

利用者の満足度は以下の通りである。 

ビジャ・アジェス市では、図 6.1.6 に示す通り、ESSAP のサービスに対する不満が大き

く、とりわけ水質に関しては 70％近い世帯で不満を持っている。水量、水圧に関しても、

約半数が不満を持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.6 現状の水道サービスへの満足度（％） 

 

10) ESSAP の給水サービスに対する評価(ESSAP 契約者) 

ESSAP による給水時間は 1 日 24 時間としているが、乾期雨期ともに 24時間給水を受け

ているビジャ・アジェス市の契約者はそれぞれ、63％となっている。約 40％の世帯で 24 時

間給水が実施されていない。給水時間の分布については、7 時間から 12時間と回答した世

0%
20%
40%
60%
80%

100%

飲料 料理 洗濯 掃除 シャワー 洗車 その他

26%

82%
100% 100% 100%

35%

1%

水道水利用目的

8.0 8.0 8.7

47.3 51.3
66.7

44.7 40.7
24.7

0.0
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100.0

水量 水圧 水質

現状の水道サービスへの満足度

満足 不満 どちらとも言えない
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帯は 15％、13 時間から 18 時間が 9％、19 時間から 24 時間と回答した世帯が 72％となっ

ている。 

現行の水道料金に対する評価については図 6.1.7 に示す通り、非常に高いが 33％、高い

が 27％、適切が 40％となっており、水道料金に対して高いと感じている契約者が全体の

60％もいることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.7 水道料金に対する評価 

料金に対して不満と回答した主な理由については、図 6.1.8 に示す通り水質の悪さが

上げられている。水質に関しては、濁度についての不満が29％、臭いに関する不満は37％、

味に関する不満が 28％となっている。 

図 6.1.8 水道料金への不満 

この結果から７）の疾病の種類でみられた病気の特徴として多かった水が原因で起こる

疾病ではないかと推察される。また、その裏付けとして直接口にする飲料水については８）

に示した通り飲料水の 74％を水道水以外からまかなっている。 
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ESSAP 給水メーターの設置については、アンケートを行った世帯の 99％が正常に稼働し

ており、1％が故障している。料金については 100％が支払っていると回答している。ビジ

ャ・アジェス市の契約者に、未納入者はいない。 

断水については、41％の世帯で数日に渡る断水があったと回答しており、最近の断水に

ついてもこの 5日間以内にあったと回答した世帯が 41％になっている。断水の期間につい

ては、34％の世帯が長いと回答している。また、頻度については、41％の世帯が頻繁に発

生していると回答している。断水の対策としては、バケツやタンクで貯水をしている世帯

が 73％であった。 

ESSAP の対応については、とても満足しているが 3％、満足しているが 1％、満足してい

ないが 83％、全く満足していないが 3％、回答なしが 11％となっている。 

満足していない理由については、対応してくれないが 42％、対応が遅いが 36％、態度が

悪いが 29％回答している。 

11) ESSAP の給水サービスに対する要望 

ビジャ・アジェス市の ESSAP 契約者の水道に対する優先度については、品質が 62％、料

金が 21％、水量が 17％の順番である。 

また、水道の改善については、料金が上がっても改善して欲しいが 24％、改善しても料

金は維持して欲しいが 63％、改善して料金を下げて欲しいが 13％となっている。 

改善後の料金の改定については、20,000Gsまでなら支払えるが1％、20,001から30,000Gs

まで 14％、30,000Gs 以上支払えるが 70％となっている。 
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ESSAPの給水サービスに対する要望については、24時間給水が75％、水質の改善が90％、

水圧の改善が 34％、漏水の修理が 23％、塩素の抑制が 27％であった。 

図 6.1.9 給水サービスに関する要望 

12)  ESSAP 契約者以外の住民の ESSAP サービスへの希望 

対象者を ESSAP の契約者に限っており、この部分は該当せず。 
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6-2 自然条件調査結果 

6-2-1 測量調査 

新規浄水場建設用地、取水施設建設用地、配水池建設用地内の平面地形測量を実施した。

導・送・配水管路ルートの路線測量については、埋設ルートの地盤高や起伏、横断する水路につい

て確認した。なお、測量の成果品は概略設計図に活用されている。 

項 目 内 容 

地形測量 

浄水場建設用地：約 9,500m2 
取水施設建設用地：約 40,000m2 
配水池建設用地：約 16,100m2 
 

路線測量 
導水管（取水施設～浄水場）：2.0km 
送水管（浄水場～既存配水池）：0.3km 
配水管（ビジャ・アジャス支局配水エリア）：9.1km 

河川断面測量 
取水点の河川横断面の測量 
測量幅：250m、河川内 2m ピッチ 

 

【地形測量】 

使用する機器は、トータルステーションとし、地形・地物の数値データを取得し、基準点及び地

上の構造物等の原形物を図示し、以下の標高を測定した。 

・既存構造物の天端高、基礎高 

・取水地点の水位 

・用地の地表面の形状は、等高線により表し、その標高間隔は 0.25m 

【路線測量】 

トータルステーションを使用し、100m 間隔ならびにその他水平、鉛直方向の変化点に測点を設

けて縦断路線図を作成した。 

【河川断面測量】 

水中区間の河床は 2m ピッチで計測し、水中区間の測量は、音響測深法あるいはレーザ測深

法を用いた。 
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（1）地形測量 

①浄水場 

浄水場建設予定地について、調査開始前に DAPSAN と ESSAP と協議を行い、既存浄水

場の空きスペースを利用することで合意が取れたため、既存浄水場の敷地の地形測量を

実施した。測量結果を図 6.2.1 に示す。 

 

図 6.2.1 既存浄水場敷地の測量図 

既存浄水場の敷地面積は、6,383m2 であった。そのうち、新規浄水場の建設可能な敷

地は約 3,000m2 程度あることがわかった。新規浄水場の建設は既存浄水場の敷地内に建

設が可能と考えられる。 

②取水施設 

取水施設建設予定地の取水地点について、調査開始前に DAPSAN と ESSAP と協議を行

い、取水施設建設候補地の合意が取れたため、取水施設の測量を実施した。測量結果を

図 6.2.2 に示す。 

  

建設可能敷地 
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図 6.2.2 取水施設建設予定地の測量図 

③配水池 

配水池建設予定地について、調査開始前に DAPSAN と ESSAP と協議を行い、既存配水

池の周辺を利用することで合意が取れたため、既存配水池の敷地周辺の地形測量を実施

した。測量結果を図 6.2.3 に示す。 

 

A-223



 

 

図 6.2.3 配水施設建設予定地の測量図 

（2）路線測量 

調査方法は、配管ルートの中心線測量（管中心から 10m の範囲）、縦断測量を行った。

測量は、トータルステーションあるいは GPS を使用して行った。測点は 100m 間隔ならびに

その他水平、鉛直方向の変化点とした。また、道路下を横断している水路等の構造物があ

る場合、幅、深さ、長さといった形状寸法を記載する。 

①導水管 

導水管ルートの路線測量については、調査開始前に DAPSAN と ESSAP と現地踏査を実

施し、確認した上で 3 ルートの区間を選定した。測量路線図を図 6.2.4 に示す。 
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図 6.2.4 導水管ルートの路線測量図 

 

各ルートの延長は、赤：1.17km、青：1.15km、緑：1.49km である。河川横断までの

導水管ルートの高低差は約 10m（勾配 0.9％）ほどであり、なだらかな傾斜となってい

る。したがって、赤と青の 2 ルートに関しては、路線測量結果から導水管の布設に問題

は無いと判断できる。しかし、緑のルートに関しては、一部分で 1.5m 程度の高低差が

あるため、布設時には伏せ越し又は一部露出することになるため、他 2ルートの方が導

水管ルートとしては適していると考える。 

②送水管 

送水管ルートの路線測量については、調査開始前に DAPSAN と ESSAP と現地踏査を実

施し、確認した上で選定した。測量路線図を図 6.2.5 に示す。 

図 6.2.5 送水管ルートの路線測量図 
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③配水管 

配水管ルートの路線測量については、市内配水管更新箇所を確認した上で選定した。

測量路線図を図 6.2.6 に示す。 

図 6.2.6 配水管ルートの路線測量図 

 

（3）河川測量 

測量方法は、施設建設予定地を起点とし、河床中心線に向けて垂直に約 250m 区間（河

床最深部が確認できるまでの距離）の測量を行った。水中区間の河床は 2mピッチで計測す

る。水中区間の測量は、音響測深法あるいはレーザ測深法を用いた。 

取水施設建設予定地の取水地点について、調査開始前にDAPSANと ESSAPと協議を行い、

取水施設建設候補地の合意が取れたため、取水地点の河川測量を実施した。測量結果を図

6.2.7 に示す。 
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図 6.2.7 河川地形図 

 

6-2-2 地質調査 

浄水場建設用地、取水施設建設用地、配水池建設用地においてボーリング及び標準貫入試

験を実施し、地層の状態や地下水位を把握した。取水施設予定地から浄水場までの導水管ル

ート、浄水場から配水計画地までの送水管ルートにおける、土壌の鉄管に与える腐食性に関

して調査を実施した。 

項 目 内 容 

地質調査（ボーリング及
び標準貫入試験） 

浄水場建設用地：2 ヵ所 
取水施設建設用地：4ヵ所（内 2ヵ所は桟橋建設位置） 
配水池建設用地：2 ヵ所 

【標準貫入試験】 

標準貫入試験はASTM D-1586（Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 

and Split-Barrel Sampling of Soils）に従って深度 2m毎を試験標準とし、最大 20m の深

度まで実施した。 

・測定項目：深度、N 値、地下水位、土質種別 

【土質試験（室内試験）】 

湿潤密度(γ)、土粒子の比重(Gs)、含水比(w)、粒度分布、液性限界、塑性限界、塑性指

数、圧縮強度(必要に応じて) 
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（1）浄水場 

ボーリングの実施位置は図 6.2.8 に示す通り、浄水施設予定地（赤線で囲んだ地区）の

2 ヶ所で行った。標準貫入試験の結果を図 6.2.9、室内試験結果を図 6.2.10 に示す。 

図 6.2.8 地質調査（ボーリング）実施位置(浄水場) 

図 6.2.9 標準貫入試験の結果(浄水場) 
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図 6.2.10 室内試験結果(浄水場) 

 

【P-01】 

P-01 では、表層から 0.6m まではシルト質の砂質堆積物の地層で、それ以降 2.5m までは

砂質のシルト質粘土層が続き、深度 3m からセメントが混在した砂岩タイプの特徴の層と

なっている。その層は N 値で 50 を越えていることから、支持基盤として良好と判断され

る。 

【P-02】 

P-02 では、P-01 と同様に表層から 0.6m まではシルト質の砂質堆積物の地層で、それ以降

5.2m までは砂質のシルト質粘土層が続き、深度 5.2m からセメントが混在した砂岩タイプ

の特徴の層となっている。深度 6mから N 値は 50を越えている。 

浄水場の施設が満水状態の場合の最大荷重を考察して最終判断を行う必要があるが、地下

6m 以深でよく締まった砂質土層が分布し、十分な許容支持力が期待できるため、直接基

礎による施工が可能であると考えられる。 

 

地下水位は P-01 で GL-3.85m、P-02 で GL-4.35m である。今回の構造物の建設では浄水池

の掘削深度が最大で P-02 当たりで 4m 程度であるため、掘削作業に与える影響はほとんど

ないと考えられる。 

 

（2）取水施設 

ボーリングの実施位置は図 6.2.11 と図 6.2.14 に示す通り、取水施設予定地（赤線で囲

んだ地区）の 2 ヶ所で行った。標準貫入試験の結果を図 6.2.12、図 6.2.15～図 6.2.17、

室内試験結果を図 6.2.13、図 6.2.18 に示す。 

OBRA:  PLANTA DE TRATAMIENTO ESSAP
UBICACIÓN: VILLA HAYES

 
SONDEO W P. S P.H. LL LP IP SUCS                              DESCRIPCION

De A (%) (%) (%) (%) # 4 # 10 # 40 # 100 # 200
R-01 1.00 2.00 20.4 85.42 102.86 32.1 16.6 15.5 100.0 100.0 89.4 61.2 51.6 CL Arcilla arenosa, marrón grisaceo 

3.00 4.00 21.0 107.02 129.46 29.9 15.7 14.2 100.0 100.0 89.4 62.2 30.8 CL Arcilla arenosa, marrón grisaceo 
5.00 6.00 15.3 101.27 107.04 20.2 13.3 6.9 100.0 90.1 76.5 36.5 13.5 SC Arena arcillosa, marron claro.
7.00 8.00 16.8 98.06 114.56 NP 100.0 100.0 89.5 47.2 12.2 SC Arena limo arcillosa, marron claro.
9.00 10.00 21.2 105.56 127.94 NP 100.0 100.0 89.0 49.6 14.8 SC Arena limo arcillosa, marron claro.

11.00 12.00 18.5 126.89 150.38 NP 100.0 100.0 87.6 51.6 18.7 SC Arena limo arcillosa, marron claro.
13.00 14.00 15.8 127.00 147.01 NP 100.0 88.0 76.4 44.3 17.5 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.
15.00 16.00 14.3 127.76 148.08 NP 100.0 96.8 91.4 46.1 15.9 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.
17.00 18.00 14.9 128.38 147.58 NP 100.0 81.1 73.9 42.3 14.7 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.
19.00 20.00 13.7 126.80 144.15 NP 100.0 94.6 80.2 41.1 9.2 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.

R-02 1.00 2.00 17.1 83.86 98.20 35.1 19.8 15.3 100.0 90.3 82.1 56.4 44.8 CL Arcilla arenosa, marrón grisaceo 
3.00 4.00 20.1 106.31 127.69 35.6 20.4 15.2 100.0 95.4 85.8 60.3 36.3 CL Arcilla arenosa, marrón grisaceo 
5.00 6.00 14.0 100.97 104.81 23.0 16.7 6.3 100.0 91.7 81.2 47.6 26.5 SM Arena limo arcillosa, marron claro.
7.00 8.00 17.8 97.85 115.30 NP 100.0 100.0 90.8 58.4 24.8 SM Arena limo arcillosa, marron claro.
9.00 10.00 23.2 105.94 130.49 NP 100.0 100.0 89.6 52.6 19.3 SC Arena arcillosa, marron claro.

11.00 12.00 22.1 126.40 154.39 NP 100.0 100.0 88.9 54.5 23.4 SC Arena arcillosa, marron claro.
13.00 14.00 15.1 126.75 145.90 NP 100.0 90.8 80.6 50.3 25.8 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.
15.00 16.00 13.2 128.52 145.49 NP 100.0 94.3 87.3 56.3 24.6 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.
17.00 18.00 13.5 128.45 145.78 NP 100.0 83.0 71.9 42.8 20.6 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.
19.00 20.00 12.5 126.05 141.75 NP 100.0 95.5 82.2 48.2 16.6 SC Arena limo arcillosa, marron claro con concreciones.
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図 6.2.11 地質調査（ボーリング）実施位置(取水施設①) 

 

図 6.2.12 標準貫入試験の結果(取水施設①) 
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図 6.2.13 室内試験結果(取水施設①) 

図 6.2.14 地質調査（ボーリング）実施位置(取水施設②) 

  

OBRA:  TOMA DE AGUA - RIO PARAGUAY
UBICACIÓN: VILLA HAYES

 
SONDEO W P. S P.H. LL LP IP SUCS                              DESCRIPCION

De A (%) (%) (%) (%) # 4 # 10 # 40 # 100 # 200
R-03 1.00 2.00 16.5 80.39 93.68 32.1 13.6 18.5 100.0 100.0 92.3 53.6 28.5 SM SC Arena limo arcillosa marrón grisaceo claro

3.00 4.00 21.5 109.24 132.68 29.8 18.4 11.4 100.0 94.3 84.9 53.1 26.1 SM Arena limosa marrón grisaceo claro
5.00 6.00 24.6 93.53 116.53 20.2 11.9 8.3 100.0 88.1 72.1 37.3 18.1 SM Arena limosa marrón grisaceo claro
7.00 8.00 22.3 98.05 119.90 31.7 22.4 9.3 100.0 96.6 83.5 45.3 12.7 SM Arena limosa marrón grisaceo claro
9.00 10.00 31.7 103.04 135.74 13.9 10.5 3.4 100.0 95.0 82.1 47.9 18.8 SM Arena limosa marrón grisaceo claro

11.00 12.00 26.9 123.64 156.88 18.8 16.4 2.4 100.0 97.0 81.6 41.6 9.2 SM Arena limosa marrón grisaceo claro
13.00 14.00 30.0 123.75 160.85 NP 100.0 90.5 77.4 45.7 16.1 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
15.00 16.00 26.6 122.86 155.57 NP 100.0 94.3 80.5 38.7 4.2 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
17.00 18.00 26.5 121.16 153.26 NP 100.0 83.4 71.2 37.1 10.5 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
19.00 20.00 25.4 123.43 154.82 NP 100.0 90.9 73.6 34.9 7.1 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
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図 6.2.15 標準貫入試験の結果 1(取水施設②) 

図 6.2.16 標準貫入試験の結果 2(取水施設②) 
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図 6.2.17 標準貫入試験の結果 3(取水施設②) 

 

図 6.2.18 室内試験結果(取水施設②) 

OBRA:  TOMA DE AGUA - RIO PARAGUAY
UBICACIÓN: VILLA HAYES

 
SONDEO W P. S P.H. LL LP IP SUCS                              DESCRIPCION

De A (%) (%) (%) (%) # 4 # 10 # 40 # 100 # 200
R-01 1.00 2.00 15.1 82.00 94.40 43.4 19.8 23.6 100.0 100.0 90.9 72.0 52.5 CL Arcilla limo arenosa marrón rojizo claro.

3.00 4.00 20.4 112.82 135.87 26.1 20.6 5.5 100.0 100.0 87.9 60.4 28.0 SM Arena arcillosa  marrón grisaceo claro
5.00 6.00 24.3 94.57 117.57 47.3 26.6 20.7 100.0 100.0 91.2 63.4 44.5 CL Arcilla limosa marrón grisaceo claro.
7.00 8.00 21.5 101.78 123.61 41.1 25.0 16.1 100.0 96.1 88.6 71.6 43.8 CL Arcilla limosa marrón grisaceo claro.
9.00 10.00 32.0 102.25 135.00 36.2 10.2 26.0 100.0 93.7 84.1 62.0 37.2 CL Arcilla arenosa marrón grisaceo claro.

11.00 12.00 27.1 122.60 155.86 25.0 9.0 16.0 100.0 93.3 83.7 59.1 37.8 CL Arcilla arenosa marrón grisaceo claro.
13.00 14.00 29.5 125.65 162.75 NP 100.0 90.8 78.1 47.6 19.3 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
15.00 16.00 27.8 119.57 152.82 NP 100.0 90.1 78.5 47.2 16.3 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
17.00 18.00 26.6 119.38 151.13 NP 100.0 91.7 80.1 45.8 15.7 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
19.00 20.00 25.0 123.05 153.85 NP 100.0 91.5 76.8 40.8 14.4 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro

R-02 1.00 2.00 14.0 92.33 105.25 36.9 18.5 18.4 100.0 100.0 91.7 63.7 43.4 CL Arcilla limo arenosa marrón rojizo claro.
3.00 4.00 20.2 114.44 137.58 22.3 14.6 7.7 100.0 97.9 91.1 57.6 31.4 SM Arena arcillosa  marrón grisaceo claro
5.00 6.00 24.8 91.01 113.61 48.9 22.8 26.1 100.0 96.3 86.1 57.2 40.6 CL Arcilla limosa marrón grisaceo claro.
7.00 8.00 22.9 99.09 121.76 30.8 10.4 20.4 100.0 94.2 84.0 63.1 39.4 CL Arcilla limosa marrón grisaceo claro.
9.00 10.00 29.3 104.33 134.88 25.8 10.5 15.3 100.0 94.1 84.3 56.3 36.2 CL Arcilla arenosa marrón grisaceo claro.

11.00 12.00 27.1 125.06 158.95 22.8 9.5 13.3 100.0 93.4 82.7 63.3 35.9 CL Arcilla arenosa marrón grisaceo claro.
13.00 14.00 29.5 123.20 159.60 NP 100.0 92.6 81.0 57.2 28.6 SM Arena fina a media limosa marrón grisaceo claro
15.00 16.00 26.6 121.98 154.48 NP 100.0 90.7 77.7 45.6 17.1 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
17.00 18.00 26.1 121.27 152.94 NP 100.0 91.4 79.6 46.1 15.3 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
19.00 20.00 26.6 123.96 156.99 NP 100.0 89.6 77.2 42.2 14.7 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro

R-03 1.00 2.00 13.7 89.82 102.15 55.1 17.6 37.5 100.0 100.0 94.1 71.0 49.7 CL Arcilla limo arenosa marrón rojizo claro.
3.00 4.00 22.6 103.62 127.02 29.2 15.1 14.1 100.0 98.8 93.0 60.6 30.7 SM Arena arcillosa  marrón grisaceo claro
5.00 6.00 24.7 93.24 116.24 50.2 16.4 33.8 100.0 95.5 87.2 59.4 41.9 CL Arcilla limosa marrón grisaceo claro.
7.00 8.00 21.5 98.39 119.57 31.7 11.5 20.2 100.0 94.2 85.0 63.8 39.5 CL Arcilla limosa marrón grisaceo claro.
9.00 10.00 30.8 106.13 138.83 31.0 11.7 19.3 100.0 93.2 81.9 58.3 39.8 CL Arcilla arenosa marrón grisaceo claro.

11.00 12.00 27.3 125.54 159.81 24.7 9.6 15.1 100.0 92.2 79.3 56.8 38.4 CL Arcilla arenosa marrón grisaceo claro.
13.00 14.00 30.6 119.07 155.50 18.2 8.9 9.3 100.0 92.2 80.0 57.8 34.5 SM Arena fina a media limosa marrón grisaceo claro
15.00 16.00 28.7 124.09 159.69 NP 100.0 91.1 78.1 48.0 16.1 SM Arena fina a media limosa marrón grisaceo claro
17.00 18.00 25.8 122.61 54.30 NP 100.0 82.8 68.6 36.7 11.8 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
19.00 20.00 19.5 128.91 154.01 NP 100.0 86.8 72.2 39.6 10.3 SM SP Arena media a gruesa limosa gris claro
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取水施設予定地の土壌は、パラグアイ川とヴェルデ川によって堆積された堆積物の層と

なっており、非常に細かい砂層と、シルト・粘土層となっている。表層から最初の 10.0m

までは、川の影響で完全に飽和した緩い土壌になっている。掘削深度が深くなると、わず

かに締固められており粘土質の土壌へと変わっている。地下水位は GL-2.85m であるため、

掘削作業の際にはシートパイル等の仮設が必要となる。 

 

（3）配水池 

ボーリングの実施位置は図 6.2.19 に示す通り、配水池予定地（赤線で囲んだ地区）の 2

ヶ所で行った。標準貫入試験の結果を図 6.2.20、室内試験結果を図 6.2.21 に示す。 

図 6.2.19 地質調査（ボーリング）実施位置(配水池) 
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図 6.2.20 標準貫入試験の結果(配水池) 

図 6.2.21 室内試験結果(配水池) 

配水池建設予定地は、岩の露出が見られ、非常に締め固められており、硬い砂岩タイプ

の地層である。土質は、基本的に砂質で、粘土質のシルトが含まれている。表層部付近よ

り、岩の破片や砂利が見られた。 

配水池の施設が満水状態の場合の最大荷重を考察して最終判断を行う必要があるが、配

水池の構造は半地下構造であり、2.5m 以深でよく締まった土層が分布し、十分な許容支持

力が期待できるため、直接基礎による施工が可能であると考えられる。 

地下水位は測定できず、掘削作業に与える影響はほとんどないと考えられる。 

 

6-2-3 腐食土壌の性状調査 

(1)フィールドワーク 

試掘形状： L1.0m×W1.5ｍ×D1.5ｍ 

試掘位置：ESSAP ビジャ・アジェス支局導水管ルート：3 ヵ所 

ESSAP ビジャ・アジェス支局送水管ルート：1 ヵ所 

OBRA:  TANQUE ADICIONAL DE ESSAP
UBICACIÓN: VILLA HAYES

 
SONDEO W P. S P.H. LL LP IP SUCS                              DESCRIPCION

De A (%) (%) (%) (%) # 4 # 10 # 40 # 100 # 200
R-01 1.00 1.60 16.6 91.30 106.46 NP 100.0 96.3 69.7 45.3 38.5 SM/GW Arena fina a media limosa c/ fragmentos y gravillas

R-02 1.00 1.40 14.3 100.10 114.43 NP 100.0 90.7 67.8 38.1 24.9 SM/GW Arena fina a media limosa c/ fragmentos y gravillas

SOLICITADO POR: JICA

PROFUNDIDAD

PLANILLA DE RESUMEN DE ENSAYOS
Y DESCRIPCION DE LABORATORIO

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS

PASANTE TAMIZ
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資料採取：土壌サンプルを試験室に送り、検査を実施する。 

試掘箇所は、図 6.2.22 に示す通り。 

図 6.2.22 腐食土壌調査位置図 

(2)試験内容 

  a. 土壌比抵抗（到着／湿潤） 

  b. レドックス電位 

  c. 含水比 

  d. 硫化物（定性試験） 

  e.  pH（強制酸化試験） 

(3)試験方法 

表 6.2.1 実施した試験内容 

試験方法の番号 試験法 

ASTM D-2216 電位差滴定法 

ASTM D-4318 液性限界、塑性限界試験法 

ASTM c-136, 117 ふるい試験 

(4)試験結果 

INTN において実施した検査結果を表 6.2.2 に、その結果の原本を図 6.2.23 に示す。採取

した4ヵ所のサンプルの試験結果は表6.2.4に示す通りである。自然含水率は3.5～12.7％。  
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表 6.2.2 INTN による検査結果 

 
 

Natural 86.4
Humeda 34.5

Natural 105.8
Humeda 40.8

Natural 57.5
Humeda 21.8

Natural 116.4
Humeda 55.9

pH 5.84

con fragmetos y concreciones en profundidad. CONT.  HUMEDAD NAT.  % 5.81

SULFUROS % NO

Desde 0,20 a 1,50 m arena fina limosa, marrón claro Potencial Redox Negativo

SULFUROS % NO

Desde 0,90 m arcilla limo arenosa marrón grisaceo, pH 6.15

CALICATA 04- 

Desde 0,0 a 0,20 arena limosa c/ materia orgánica(raices) RESISTIVIDAD Ohm/m

CALICATA 03- 

Desde 0,0 a 0,90 m arena fina limosa, marrón oscuro, RESISTIVIDAD Ohm/m

material de relleno, compactado. Potencial Redox

CONT.  HUMEDAD NAT.  % 12.70

Negativo

Se toma la arena para los ensayos.

SULFUROS % NO

Desde 1,10 m arena fina a media con algo de arcilla. pH 8.62

Desde 0,0 a 1,10 m carbonilla (carbon mineral y desper- RESISTIVIDAD Ohm/m

dicos) de la siderurugica. Potencial Redox Negativo

CONT.  HUMEDAD NAT.  % 3.50

10.60

NO

5.90

CALICATA 02- 

SULFUROS %

pHDesde 1,30 m arena fina a media con algo de arcilla.

Se toma la arena para los ensayos.

CALICATA 01 - 

RESISTIVIDAD Ohm/m

Potencial Redox

CONT.  HUMEDAD NAT.  %

Negativo

Desde 0,0 a 1,30 m carbonilla (carbon mineral y desper-

dicos) de la siderurugica.
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図 6.2.23 INTN による試験結果 
 

（5）評価方法 

1) 採用基準 

ANSI/AWWA 第 C105/A 21.5-2010 「Polyethylene Encasement for Ductile-Iron Pipe 

Systemｓ」(ダクタイル鉄管のポリエチレンスリーブ法) 

（米国国家標準協会/米国水道協会、American National Standards Institute/American 

Water Works Association） 

2) 評価方法 

評価方法は、表 6.2.3 に従い、測定項目のそれぞれの測定領域に従って与えられた評

価点数の合計値が 10 点以上になる場合に、腐食性の土壌であると判断される。腐食

性土壌の場合にはポリエチレンスリーブによって鉄管を巻くなどの対策が推奨され

る。 

表 6.2.3 ANSI/AWWA C105A 21.5 による度儒の腐食性評価点 

測定項目 測定値 評価点数 

比抵抗 

(Ω・cm) 

  

1500 

1800 

2100 

2500 

3000 

< 

- 

- 

- 

- 

＜ 

1500 

1800 

2100 

2500 

3000 

 

10 

8 

5 

2 

1 

0 
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pH ※1 0 

2 

4 

6.5 

7.5 

8.5 

- 

 

 

 

 

＜ 

2 

4 

6.5 

7.5※ 

8.5 

 

5 

3 

0 

0  

0 

3 

Redox 電

位 

(ｍV) 

 

0 

50 

100 

＜ 

- 

- 

＜ 

0 

＋50 

+100 

 

0 

3.5 

4 

5 

硫化物 検出する 

痕跡あり 

なし 

3.5 

2 

0 

水分  水はけが悪く、常に濡れている（含水比＞20%） 

水はけは悪くないが、一般に湿っている 

（含水比 10-20％） 

水はけが良く、一般に乾燥している（含水比＜10%） 

2 

1 

 

0 

※1） pH が中性域（6.5－7.5※）で、硫化物が存在し、かつ Redox 電位が

100ｍV 以下の場合には、別途 3点を加える。 
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